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江
戸
の
沽
券
図
に
つ
い
て

A
 Study of the K

oken-zu of E
do
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研
究
ノ
ー
ト

は
じ
め
に

本
共
同
研
究
で
対
象
と
し
た
堺
大
絵
図
は
、
朝
尾
直
弘
に
よ
れ
ば
、
堺
の
都
市
と

し
て
の
経
済
的
地
位
が
衰
退
し
、
都
市
行
政
が
再
編
成
さ
れ
る
過
程
で
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る

）
1
（

。
す
で
に
先
行
し
て
堺
の
「
惣
絵
図
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

堺
大
絵
図
は
一
七
世
紀
後
半
の
都
市
社
会
の
変
容
に
伴
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば

第
二
段
階
の
都
市
全
域
図
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。朝
尾
の
分
析
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

町
屋
敷
に
つ
い
て
は
奥
行
の
表
記
が
始
ま
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
後
「
水
帳
」
の

作
成
と
坪
高
（
面
積
）
に
よ
る
経
費
負
担
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
地

子
銀
高
や
軒
役
に
よ
る
町
入
用
負
担
か
ら
の
転
換
の
過
程
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

一
方
、
堺
と
同
じ
幕
府
直
轄
都
市
で
あ
る
江
戸
に
お
い
て
は
、
す
で
に
玉
井
哲

雄
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に

）
2
（

、
江
戸
の
各
町
に
つ
い
て
、
宝
永
七
〜
正
徳
元

（
一
七
一
〇
〜
一
一
）
年
と
寛
保
四･

延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
沽

券
図
と
い
う
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
（
以
下
、
正
徳
沽
券
図
、
延
享
沽
券
図
と
そ
れ
ぞ

れ
表
記
す
る
）。
こ
の
沽
券
図
は
、
町
奉
行
所
が
町
屋
敷
の
地
価
を
掌
握
す
る
た
め

に
、
各
町
の
名
主
に
作
成
さ
せ
た
絵
図
で
あ
り
、
各
町
の
町
屋
敷
の
地
主･

家
守
、

間
口･

奥
行･

坪
数
、
沽
券
高
（
地
価
）、
小
間
高
（
間
口
一
間
あ
た
り
の
沽
券
高
）

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
載
内
容
は
、
沽
券
高
と
小
間
高
を
除
け
ば
、
堺
大
絵
図

の
書
式
と
同
様
で
あ
る
。

玉
井
は
正
徳
沽
券
図
に
先
行
し
て
、
す
で
に
万
治
年
間
に
町
々
の
間
数
表
示
を
主

な
内
容
と
す
る
町
方
絵
図
が
作
成
さ
れ
、
元
禄
年
間
に
至
っ
て
個
々
の
町
屋
敷
の
間

数
を
明
示
し
た
間
数
絵
図
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
に
沽
券
金
・
小
間
高
が
別
に
調
べ
ら

れ
て
つ
け
加
え
ら
れ
、
沽
券
絵
図
の
原
型
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
元
禄
期
の
間
数
絵
図
と
沽
券
金
・
小
間
高
を
同
時
に
記
載
す

る
形
式
が
整
え
ら
れ
た
の
が
、
正
徳
沽
券
図
だ
と
し
て
い
る
。

江
戸
の
元
禄
期
の
間
数
絵
図
は
未
発
見
で
あ
る
た
め
、
同
じ
く
幕
府
直
轄
都
市
で

あ
る
堺
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
堺
大
絵
図
と
の
直
接
の
系
譜
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
堺
に
お
い
て
は
、
営
業
実
績
を
も
と
に
し
た
地
子
銀
と
軒
役
か
ら
、
経
済
力

の
低
下
に
伴
っ
て
単
な
る
土
地
保
有
の
広
狭
で
あ
る
坪
高
が
基
準
と
な
り
、「
都
市

の
農
村
化
」
を
遂
げ
た
と
朝
尾
が
評
し
た
の
に
対
し
て
、
江
戸
の
場
合
は
早
く
か
ら



62

国立歴史民俗博物館研究報告
第 204集　2017年 2月

軒
役
と
と
も
に
間
口
の
広
狭
が
基
本
で
あ
っ
た
。
中
世
貿
易
商
業
都
市
に
淵
源
を
持

つ
堺
と
新
興
都
市
江
戸
の
盛
衰
の
方
向
は
、
対
照
的
で
あ
っ
た
。「
三
ケ
津
」
と
い

う
表
象
が
、
京
・
大
坂
・
堺
か
ら
京
・
大
坂
・
江
戸
へ
と
代
わ
る
の
も
元
禄
期
の
こ

と
で
あ
る

）
3
（

。
し
か
し
、
特
権
的
町
人
が
町
政
に
深
く
か
か
わ
る
近
世
初
期
の
あ
り
よ

う
が
崩
れ
、
町
屋
敷
売
買
の
促
進
に
よ
っ
て
町
人
社
会
が
変
容
し
て
い
く
中
で
公
的

に
作
ら
れ
た
都
市
図
と
い
う
性
格
は
共
通
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
い
わ
ば
第
二
段
階
の
公
的
な
都
市
図
の
事
例
と
し
て
、
江
戸
の
沽
券
図
を
と

り
あ
げ
た
い
。

さ
て
、
幕
府
が
沽
券
図
の
作
成
を
命
じ
た
時
期
は
、
本
所･

深
川･

山
の
手
の
町

や
寺
社
門
前
地
を
町
奉
行
支
配
に
編
入
す
る
直
前
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
玉

井
は
、
沽
券
絵
図
が
江
戸
町
方
再
編
成
政
策
遂
行
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
沽
券
絵
図
は
、
町
屋
敷
一
筆
ご

と
の
寸
法
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
町
の
敷
地
割
の
復
元
に
不
可
欠
な
史
料
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
周
辺
地
域
と
の
地
価
の
比
較
に
よ
っ
て
町
の
経
済
力
を
計
る
こ
と
が

で
き
、
土
地
所
持
の
状
況
や
家
守
の
展
開
の
状
況
も
判
明
す
る
こ
と
か
ら
、
個
別
町
、

ひ
い
て
は
都
市
社
会
を
分
析
す
る
上
で
の
基
礎
史
料
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
近
年
、

新
た
に
沽
券
絵
図
が
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
受
け
て

）
4
（

、
あ
ら
た
め
て
現
存
す

る
沽
券
絵
図
の
作
成･

伝
来
の
再
検
討
を
検
討
し
た
上
で（
①
）、
従
来
未
紹
介
で

あ
っ
た
沽
券
絵
図
の
個
別
分
析
を
行
い
、
史
料
批
判
と
周
辺
町
と
の
地
価（
沽
券
高
）

の
比
較
、
土
地
所
持
状
況
等
の
町
の
社
会
構
造
に
つ
い
て
検
討
し（
②
）、
最
後
に
堺

大
絵
図
と
の
若
干
の
比
較
も
行
い
た
い
。
具
体
的
に
検
討
す
る
の
は
、
中
心
部
の
日

本
橋
南
地
域（｢

万
町
沽
券
絵
図
控｣

）
5
（

）、
東
海
道
筋
の
両
側
町（「
芝
神
明
町
旧
図
」

）
6
（

）、

城
南
の
麻
布
（「
麻
布
本
村
町
沽
券
図
」

）
7
（

）、
そ
し
て
、
城
北
の
日
光
御
成
道
沿
い
の
場

末
の
町（「
駒
込
追
分
町
・
同
九
軒
屋
鋪
・
同
丸
山
新
町
・
同
片
町
沽
券
図
」

）
8
（

）
で
あ
る
。

①
現
存
す
る
沽
券
図
の
全
容

す
で
に
沽
券
絵
図
の
集
成
や
史
料
批
判
は
な
さ
れ
て
い
る

）
9
（

。
玉
井
は
、｢

現
存
し
て

い
る
沽
券
絵
図
は
、
家
守
印
の
有
無
な
ど
か
ら
、
正
徳
、
又
は
延
享
の
時
点
で
作
成
さ

れ
町
年
寄
を
通
し
て
町
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
正
式
の
も
の
、
及
び
お
そ
ら
く
町
名
主

の
手
元
に
残
さ
れ
た
控
え
、
又
は
そ
の
写
し
が
何
ら
か
の
経
路
を
経
て
残
っ
た
も
の
と

大
き
く
分
け
て
二
系
統
に
分
か
れ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

）
10
（

。
本
節
で
は
、
こ
の
経
緯
を

よ
り
詳
細
に
み
て
い
き
た
い
。
以
下
、
と
く
に
現
存
す
る｢

延
享
沽
券
図｣

の
記
載
内

容
に
つ
い
て
、
押
印･

裏
書
文
言
に
注
目
し
な
が
ら
再
検
討
し
て
お
き
た
い
。

表
1
に
は
、
管
見
の
限
り
現
存
す
る
沽
券
絵
図
を
あ
げ
た

）
11
（

。
現
存
す
る
六
四
点
の

う
ち
、
一
一
点
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
日
本
橋･

京
橋
の
も
の
で
、
名
主
番
組
で
は

一･

二･

四
〜
七
番
組
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、｢

正
徳
沽
券
図｣

（
Ⅰ
）
は
後

の
写
し
も
含
め
て
九
点
（
堺
町
ほ
か･

通
一
丁
目･

通
二
丁
目･

木
挽
町
三
〜
七
丁

目･

南
鞘
町
ほ
か･

佃
島･

二
葉
町
・
兼
房
町
・
芝
神
明
町
）
に
す
ぎ
ず
、
作
成

時
期
の
異
な
る
五
点
（
Ⅲ
）

　
（
新
乗
物
町
ほ
か
〈
天
保
十
五
〈
一
八
四
四
〉
年
〉、
通

一
丁
目
〈
天
明
七
〜
寛
政
四〈
一
七
八
七
〜
九
二
〉
年
〉、
南
小
田
原
町
〈
文
政
二

〈
一
八
一
九
〉
年
〉、
本
八
丁
堀
一
〜
五
丁
目
ほ
か
〈
嘉
永
三
〈
一
八
五
〇
〉
年
〉、

今
戸
〈
天
保
一
一
年
〉、
高
輪
南
町
代
地
〈
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年

）
12
（

〉）を
除
く
と
、

ほ
と
ん
ど
は｢

延
享
沽
券
図｣

と
そ
の
写
し
（
Ⅳ
）
で
あ
っ
た
。
な
お
、
年
欠
の
も

の
の
う
ち
、
田
所
町
と
長
谷
川
町
は
小
間
高
記
載
が
な
く
、
鉄
炮
町
と
小
伝
馬
町
一

丁
目
〜
三
丁
目
・
通
油
町
・
通
塩
町
・
小
伝
馬
上
町
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
沽
券
金

額
・
小
間
高
と
も
記
載
が
な
い
。

｢

正
徳
沽
券
図｣

･
｢

延
享
沽
券
図｣

の
作
成
の
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
玉
井
が

明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
新
出
史
料
に
よ
っ
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。

｢

正
徳
沽
券
図｣

は
、
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
二
月
二
三
日
に｢

町
入
用
御
改

絵
図
帳
面｣

と
と
も
に
提
出
が
命
じ
ら
れ
た

）
13
（

。
以
下
は
、
二
葉
町
沽
券
図
の
裏
書
で

あ
る
（
以
下
、
傍
線
部
筆
者

）
14
（

）。

宝
永
七
庚
寅
年
惣
町
中
絵
図
被
仰
付
候
ニ
付
、
町
内
絵
図
同
七
月
廿
九
日
被
仰

渡
候
処
、
十
一
月
二
日
ニ
如
斯
絵
図
并
間
数
帳
一
冊
・
町
内
諸
高
入
用
帳
壱
冊
・

店
賃
付
之
帳
壱
冊
竪
三
冊
納
申
候
、
尤
帳
面
之
扣
別
紙
ニ
御
座
候
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宝
永
七
庚
寅
年
十
一
月

番
衆　

磯
貝
藤
兵
衛
殿･

稲
沢
弥
一
兵
衛
殿･

中
村
次
郎
右
衛
門
殿　

御
三
人

立
合
御
改
申
候

町
御
奉
行　

丹
羽
遠
江
守
様･

松
野
壱
岐
守
様･

坪
内
能
登
守
様

　
　

宝
永
七
年
庚
寅
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

　

甚
次
郎

こ
れ
に
よ
れ
ば
、一
一
月
二
日
に｢

絵
図
并
間
数
帳
一
冊･

町
内
諸
高
入
用
帳
壱
冊･

店
賃
付
之
帳
壱
冊
竪
三
冊
納
申
候｣

と
あ
り
、｢

番
衆　

磯
貝
藤
兵
衛･

稲
沢
弥
太

兵
衛･

中
村
次
郎
右
衛
門
」
が｢

立
合｣

っ
て
改
め
、町
奉
行
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

「
番
衆
」
と
は
、
二
月
の
町
触
で｢

掛
リ｣

と
さ
れ
た
各
町
奉
行
所
の
与
力
で
あ
る
。

｢

正
徳
沽
券
図｣

の
作
成･

提
出
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
担
当

役
人
の
改
め
の
上
で
、「
間
数
帳
」
や
「
町
内
諸
高
入
用
帳
」･

「
店
賃
付
之
帳
」
各

一
冊
と
と
も
に
町
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、｢

延
享
沽
券
図｣

の
提
出
が
最
初
に
命
じ
ら
れ
た
の
は
、寛
保
三（
一
七
四
三
）

年
一
二
月
一
〇
日
で
あ
り

）
15
（

、
翌
年
二
月
五
日
に
は
、
以
下
の
文
言
が
伝
え
ら
れ
た

）
16
（

。

　
　

亥
十
二
月
十
日

　
　

奈
良
屋
ニ
而
町
々
名
主

江
被
申
渡

一　

正
徳
年
中
差
出
候
町
々
沽
券
絵
図
、
年
久
敷
儀
ニ
而
損
候
間
、
此
度
右
絵

図
相
改
、
来
子
二
月
迄
ニ
差
出
候
様
被
申
渡
候

　

此
度
書
上
候
絵
図
面
沽
券
之
儀
ハ
、
凡
当
時
町
並
之
売
買
之
積
り
を
以
、
平

均
ニ
書
上
申
候
、銘
々
地
主
共
所
持
仕
候
沽
券
証
文
金
高
ハ
、慶
長
金･
元

禄
金･

乾
金･

享
保
金
入
交
有
之
、
時
々
売
主
買
主
之
相
対
ニ
而
高
下
御
座

候
ニ
付
、
絵
図
面
金
高
と
ハ
少
々
相
違
ニ
御
座
候
、
以
上

年
号
月
日

　

何
町　

月
行
事　

誰

　
　

名
主　

　

誰

佃
島
の
沽
券
絵
図
に
は
、｢

延
享
元
甲
子
年
三
月
廿
一
日
奈
良
屋
御
役
所

江
納
ル｣

と
あ
り
、
さ
ら
に｢

此
絵
図
面
奥
書
之
儀
奈
良
屋
御
役
所

下
書
被
遣
候
ニ
付
町
中

一
統
之
奥
書
ニ
而
御
座
候｣

と
さ
れ
て
い
る
。
提
出
す
る
絵
図
に
は
、
こ
の
傍
線
部

の｢

此
度｣

以
下
の
文
言
と
町
役
人
の
署
名･

捺
印
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
以
下

文
言
Ａ
と
す
る
）。
ま
た
、
拝
領
屋
敷
の
あ
る
町
の
場
合
は
、｢

以
上｣

の
後
に
さ
ら

に｢

尤
拝
領
屋
敷
沽
券
之
儀

者
其
場
所
之
善
悪
并
隣
町
売
沽
券
之
直
段
を
見
合
書
上

申
候｣

と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
た
（
以
下　

文
言
Ｂ
と
す
る
）。
そ
し
て
、沽
券
図
は
、

町
年
寄
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
提
出
し
た
沽
券
図
の
正
本
に
は
、
居

付
地
主
な
い
し
家
守
と
名
主
す
べ
て
の
押
印
の
み
な
ら
ず
、
上
記
の
文
言
Ａ
な
い
し

Ｂ
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
留
意
し
て
、
現
存
す
る｢

延
享
沽
券
図｣

と
そ
の
写
（
Ⅱ
）
三
五
点
を

み
て
み
る
と
、
以
下
の
分
類
が
可
能
で
あ
る
。

1　

す
べ
て
の
条
件
を
備
え
て
い
る
も
の
。
居
付
地
主
与
兵
衛
の
印
の
み
を
欠

く
本
八
丁
堀
一
〜
五
丁
目
も
加
え
る
と
、
一
三
点
と
な
る
。

2　

居
付
地
主
な
い
し
家
守
の
捺
印
と
文
言
Ａ･

Ｂ
が
あ
る
が
、
名
主
の
印
鑑

が
な
い
も
の
（
八
点
）。

3　

居
付
地
主
な
い
し
家
守
の
一
部
お
よ
び
名
主
の
捺
印
を
欠
き
、
文
言
Ａ･

Ｂ
が
あ
る
も
の
（
二
点
）。

4　

居
付
地
主
な
い
し
家
守
の
捺
印
が
あ
り
、文
言
Ａ･

Ｂ
を
欠
く
も
の（
二
点
）。

5　

捺
印
を
欠
き
、
文
言
Ａ･

Ｂ
の
あ
る
も
の
（
八
点
）。

6　

す
べ
て
を
欠
く
も
の
（
二
点
）。

こ
の
う
ち
正
本
の
可
能
性
が
あ
る
沽
券
図
は
1
で
あ
り
、
約
三
分
の
一
に
す
ぎ
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
5･

6
に
該
当
す
る
も
の
は
、
地
主
の
写
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
残
る
2･

3･

4
、
す
な
わ
ち
居
付
地
主
な
い
し
家
守
の
捺
印
が
あ
っ
て

名
主
の
印
の
な
い
も
の
は
、
町
の
側
の
控
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
収
録

範
囲
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
1･

2
は
複
数
の
町
を
収
録
し
、
一
枚
な
い
し
二
枚

で
各
名
主
の
支
配
町
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
3
〜
5
は
深
川
扇
町
ほ
か
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地域 区分 町名 年号 番組・名主 ・ ［未収載の町］ 家守印 名主印 裏書
文言 出典・所蔵

日
本
橋
北

Ⅱ1 大伝馬町一・二丁目，通旅籠町，堀留町一・二丁目 寛保 4（1744）①（馬込）「勘解由」［別図あり，伊勢町欠］ ○ ○ A 区史

Ⅱ1 大伝馬塩町・阿部友之進拝借地 寛保 4（1744）①（馬込）「勘解由」［別図あり，伊勢町欠］ ○ ○ A 区史

Ⅱ2 小網町一・二丁目，小網町一丁目横町・甚左衛門町 寛保 4（1744）①（普勝伊兵衛） ○ × Ａ 区史

Ⅱ5 小舟町一～三丁目 寛保 4（1744）①（小沢）「太郎兵衛」［本舟町，長浜町一・
二丁目欠］ × × Ｂ 区史

Ⅱか
（註1）小舟町一～三丁目（「下舟町三丁分絵図」） ①（小沢太郎兵衛）［本舟町，長浜町一・

二丁目欠］ ○ × ×（註 2）三井文庫

小舟町一～三丁目（「小舟町三丁分絵図」） ①（小沢太郎兵衛）［本舟町，長浜町一・
二丁目欠］ × × － 三井文庫

小舟町一～三丁目（「小舟町沽券絵図」） ①（小沢）「太郎兵衛」［本舟町，長浜町一・
二丁目欠　安永 9（1780）年の写］ × × （註 3） 三井文庫

Ⅱ5 葺屋町 寛保 4（1744）②（山口）「庄左衛門」 × × Ａ 区史
Ⅰ写か
（註4）

堺町・同横町・岩代町・新和泉町北側・堀江六
軒町新道

なし（宝永 7
（1710）の写しか） ②（大塚治郎兵衛）［別図あり］ × × － 区史

Ⅱ3 堺町・同横町・岩代町・新和泉町北側・堀江六
軒町新道 寛保 4（1744）②（大塚）「治郎兵衛」［別図あり］ △ △ A 区史

Ⅱ1 松島町 寛保 4（1744）②（大塚）「治郎兵衛」［別図あり］ ○ ○ 別文言
（註 5） 区史

Ⅱ1 高砂町・難波町・同裏河岸・住吉町・同裏河岸・
元大坂町・新和泉町南側 寛保 4（1744）②（渡辺庄右衛門） ○ ○ B 区史

Ⅱ2 村松町・若松町・久松町 寛保 4（1744）②（村松）「源六」［別図あり］ ○ × B 東京都公文書館

富沢町 なし ②（村松源六）［別図あり］ ○ × × 区史

Ⅱ5 横山町二丁目 延享元（1744）②（三戸見）「太郎兵衛」［明治 2 年　
地主の写］ 書印 × B 東京都立中央図書

館
Ⅲ 新乗物町・長五郎屋敷・庄助屋敷 天保13（1842）②（福島吉兵衛） ○ － － 区史

鉄炮町 なし ①（胝惣八郎） × × × 区史

堀江町一～四丁目・新材木町 なし ①（山川吉左衛門） ○ × × 区史

田所町 なし ②（田所平蔵）［別図あり　弥兵衛町・
橘町四丁目欠］ ○ × × 区史

長谷川町 なし ②（田所平蔵）［別図あり　弥兵衛町・
橘町四丁目欠］ △ × × 区史

小伝馬町一～三丁目，通油町，通塩町，小伝馬上
町 なし ②（宮辺又四郎）［元岩井町三丁分・柳

原岩井町・道寿屋敷・亀井町欠］ × × × 区史

小伝馬町一丁目他 なし × × × 旧幕 819-113

日
本
橋
南

Ⅰ 通一丁目 宝永 7（1710）（④樽屋藤次郎　［地主の写］） × × × 伴伝兵衛家文書

Ⅱ6 通一丁目 延享元（1744）（④樽屋藤次郎　［地主の写］） × × × 伴伝兵衛家文書

Ⅲ 通一丁目 天明7（1787）～
寛政 4（1792） （④樽屋藤次郎　［地主の写］） × × × 大村家文書（国

立史料館）

Ⅰ 通二丁目 宝永 7（1710）（④樽屋藤次郎　［地主の写］） × × × 柳屋外池家

Ⅱ6 通二丁目 延享元（1744）（④樽屋藤次郎　［地主の写］） × × × 註 6

通二丁目 寛保 4（1744）（④樽屋藤次郎） 国立国会図書館
YR8-99

Ⅱ4 万町 延享元（1744）④（曽我）小左衛門［青物町・日本橋際
商売蔵地・元四日市欠］ ○ × 別文言 慶應義塾大学三

田メディアセンター

Ⅰ 南鞘町・南塗師町・松川町一～二丁目・南伝馬
町一～三丁目・通三丁目代地 宝永 7（1710）⑤（高野）新右衛門 × × 別文言 東京都立中央図

書館

京
橋
・
八
丁
堀

Ⅱ2 新肴町・弥左衛門町・槍屋町・銀座四丁目・元
数寄屋町・尾張町新地・勘左衛門屋敷 延享元（1744）⑥（長谷川）「伊左衛門」 ○ △ Ｂ 旧幕 819-2甲

Ⅱ4 銀座一・二・三丁目 延享元（1744）（⑥村田九右衛門・池谷権兵衛）［別図あ
り］ ○ × × 旧幕 819-2 乙

Ⅱ1 銀座四丁目裏河岸・尾張町一丁目裏河岸・尾張
町一丁目元地・同二丁目・元数寄屋町三丁目 寛保 4（1744）（⑥村田）「九右衛門」［別図あり］ ○ ○ Ａ 旧幕 819-120

尾張町二丁目裏河岸・竹川町裏河岸 寛保 4（1744）
か？ （⑥村田九右衛門）［別図あり］ ○ × × 旧幕 819-121

Ⅱ1 元数寄屋町二丁目・西紺屋町 寛保 4（1744）⑥（塚部新太郎）「名主新太郎後見幸七」
［本銀町土手欠］ ○ ○ Ｂ 旧幕 819-123

Ⅱ2 筑波町・山城町・加賀町・丸屋町・寄合町・佐
兵衛町・喜左衛門町・八官町 延享元（1744）⑥（田中）「平四郎」 ○ × Ｂ 旧幕 819-125

Ⅱ1 南紺屋町・弓町・休伯屋敷 延享元（1744）⑥（渡辺）「源太郎」 ○ ○ Ａ 旧幕 819-126

表1　現存沽券図一覧
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［江戸の沽券図について］……岩淵令治

京
橋
・
八
丁
堀

Ⅱ1 南鍋町一・同二丁目・元数寄屋町四丁目・滝山町・
守山町 延享元（1744）⑥（長尾）「文蔵」 ○ ○ Ｂ 旧幕 819-144

Ⅱ2 京橋水谷町・同所金六町・南八丁堀一・二・三・
五丁目・芝口金六町 延享元（1744）⑦（渡部）「市蔵」［別図あり］・白魚屋

敷拝借主「吉兵衛」 ○ △ Ａ 旧幕 819-170

Ⅱ1 岡崎町 延享元（1744）⑦（岡崎）「十左衛門」［別図あり］ ○ ○ 別文言 旧幕 819-20

岡崎町・丹羽寿伴屋敷・岡崎町新屋敷 なし （⑦岡崎十左衛門［別図あり］） × × × 旧幕 819-19

Ⅱ3 本湊町 延享元（1744）⑦（岡崎）「十左衛門」［別図あり］ △ × Ａ 旧幕 819-169

Ⅱ1’ 本八丁堀一，二，三，四，五丁目 延享元（1744）⑦（岡崎）「十左衛門」［別図あり］ △ ○ Ａ 旧幕 819-143

Ⅱ2 南小田原町一・二丁目 延享元（1744）⑦（高野）「作左衛門」 ○ × Ａ 旧幕 819-127

Ⅱ5 船松町一丁目，二丁目 延享元（1744）⑦（佃）「忠兵衛」［別図あり］ × × Ａ 旧幕 819-142

Ⅰ 佃島 宝永 7（1710）（⑦佃忠兵衛）［別図あり］ ○ － － 京橋区史

Ⅱ5 佃島 延享元（1744）（⑦佃忠兵衛）［別図あり］ × × Ａ 旧幕 819-116

Ⅱ1 幸町・永沢町・日比谷町・永島町・松屋町 延享元（1744）⑦永沢（「嘉左衛門後見市蔵」） ○ ○ Ａ 旧幕 819-171

Ⅰ 木挽町三，四，五，六，七丁目 正徳元（1711）
⑥（尾崎）「七左衛門」［木挽町四丁目
河岸，善兵衛・兵助拝領地，同所馬場守
忠兵衛拝領地欠］

○ ○ － 旧幕 819-175

Ⅲ 南小田原町 文政 2（1819）⑦（岡崎）「十左衛門」［別図あり］ × × × 旧幕 819-177

南飯田町・上柳原町・南本郷町 なし （⑦水田善三郎）［明石町・十軒町欠］ ○ ○ × 旧幕 819-128

Ⅱ1
八丁堀水谷町一丁目・黒船町代地・澪杭屋敷・金
六町・水谷町一丁目火の見櫓請負地・水谷町二丁
目・八丁堀金六町・北紺屋町・八丁堀請負地

延享元（1744）
⑦（富沢）「市蔵」［別図あり］・③（木下）
「九郎右衛門」［黒船町欠］・⑦（富沢）「徳
兵衛」

○ ○ Ｂ 旧幕 819-114

Ⅲ 本八丁堀一～五丁目・五丁目横町・本湊町・船
松町一丁目・同河岸 嘉永 3（1850）⑦（岡崎）「十左衛門」［別図あり］ ○ × ○ 旧幕 819-115

そ
の
他

Ⅱ2 （神田）雉子町・三河町三丁目・四丁目・三丁目裏町・
四丁目裏町・四軒町 延享元（1744）⑪（斎藤）「市左衛門」 ◯ × Ｂ 学習院大学図書

館

Ⅰ 二葉町 宝永 7（1710）（⑧兼房甚次郎）［桜田兼房町・芝口一
丁目西側欠］」［別図あり］ ○ － － 東京都江戸東京

博物館

Ⅰ 桜田兼房町 宝永 7（1710）（⑧兼房甚次郎）[ 断簡 ]［別図あり］ － － － 東京都江戸東京
博物館

Ⅰ 芝神明町 宝永 8（1711）⑧（植田）「孫右衛門」 × × 署名
のみ

東北大学附属図
書館蔵狩野文庫

Ⅱ1 四谷伝馬町一～四丁目，四谷新伝馬町一丁目，
四谷塩町一～三丁目

延享元（1744）
年 4月

⑮（馬込勘解由の「下名主」寺内半四郎・
高嶋孫右衛門）「半四郎・孫右衛門」 ○ ○ Ａ 東京都江戸東京

博物館

Ⅱ5 麻布本村町 延享元（1744）⑨（嶋田）「又左衛門」 × × Ａ 港区立港郷土資
料館

Ⅱ2 駒込追分町・同九軒屋鋪・同丸山新町・同片町 延享元（1744）⑭（山下）「八左衛門」 ◯ ◯ Ｂ 国立歴史民俗博
物館

Ⅱ5 上野町一，二丁目 寛保 4（1744）⑬（佐久間）「源八」［上野代地下谷大
工屋敷欠］ × × Ａ 東京都立中央図

書館

Ⅱ5 深川扇町・茂森町・六万坪町・石川町・入船町・
嶋田町・鶴歩町 寛保 4（1744）⑰（平野）「甚四郎」［地主写し］ × × Ａ 東京都江戸東京

博物館

Ⅲ 今戸 天保11（1840）「名主市郎左衛門幼年ニ付後見松順」 ○ ○ 別文言 東京国立博物館

Ⅲ 高輪南町代地 安政 2（1855）「権左衛門」 ○ × － 旧幕 819-118

区分：Ⅰ＝正徳沽券図　　Ⅱ＝延享沽券図（1 ～ 6 の区分は本文参照）　Ⅲ＝その他の時期　　空欄＝作成年記なし

番組・名主：「」は原史料の名主の署名の記載で，適宜寛保元（1744）年および延享 3（1746）年の町鑑（加藤貴『江戸町鑑』一，東京堂出版，
1989 年）より，苗字・名主番組の番号（丸数字）・支配町のうち記載のない町を補った。また，同じ名主の支配町の沽券図がある場合は［別
図あり］と記した。ただし，地主の写であることが判明している場合は，性格が異なるため，記載のない町は表記しなかった。

印・裏書文言：○印は捺印のあるもの，△は一部欠くもの，－は時期が異なるため存在しないことが想定されるもの，文言Ａ・Ｂは本文参照。
別文言とはＡ・Ｂ以外の文言があることを示す。
出典の略記：区史＝『日本橋区史』（1937 年），旧幕＝国立国会図書館蔵旧幕府引継書
註１　小舟町については，４点の沽券図が現存しており，比較検討が必要であるが，今後の課題としたい。
註２　付箋でＢの写ほかあり。
註３　元治 2（1865）年 12 月の修復の文言あり。
註４　寛保沽券図よりすべて沽券高は低額で居付地主も多いため，宝永沽券図と判断した。
註５ すべて拝領屋敷で別文言
註６ 八木佐吉旧蔵（『わが町の歩み　日本橋二丁目通町会商店会三十年史』日本橋二丁目通町会商店会，1978 年）
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六
カ
町
の
も
の
を
除
き
、
一
町
の
み
の
も
の
が
多
い
。

残
存
す
る
延
享
沽
券
図
の
性
格
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
以
下
の
「
万

町
沽
券
絵
図
控
」
の
文
言
で
あ
る
。

一　

宝
永
七
寅
年
町
々
沽
券
絵
図
差
上
置
候
処
、
年
久
罷
成
損
シ
候
ニ
付
、
沽

券
等
相
改
、
当
二
月
中
迄
ニ
新
規
絵
図
差
上
候
様
ニ
旧
臘
奈
良
屋
市
右
衛
門

殿
被
仰
渡
候
ニ
付
、
此
度
支
配
中
惣
絵
図
相
改
差
上
候
、
尤
此
方
ニ
写
雖
有

之
、
年
を
経
入
用
之
節
虫
喰
或

者
損
失
難
斗
、
其
節
爲
見
合
之
、
表
書
之
通

其
町
之
絵
図
写
シ
相
渡
置
候
、
惣
入
用
之
節

者
支
配
之
町
々
小
絵
図
町
境
之

合
紋
継
合
候
得

者
上
ケ
絵
図
之
通
ニ
成
候
も
の
也

　
　
　

延
享
元
年
甲
子
二
月
晦
日　

　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

小
左
衛
門　

印

作
成
者
の｢

名
主
小
左
衛
門｣
と
は
、
万
町･

青
物
町･

日
本
橋
際
商
売
蔵
地･

元

四
日
市
町
の
名
主
曽
我
小
左
衛
門
で
あ
り
、
同
史
料
は
延
享
元（
一
七
四
四
）年
二
月

晦
日
に
、町
年
寄
奈
良
屋
の
命
を
受
け
た
曽
我
が
提
出
し
た｢

支
配
中
惣
絵
図｣

（｢

上

ケ
絵
図｣

）の｢

写｣

（
扣
）を
、
用
心
の
た
め
に
さ
ら
に
町
ご
と
に
分
割
し
て
控
え
て

各
町
に
渡
し
た
も
の（｢

小
絵
図｣

）で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
う
し
た
記
載
か
ら

考
え
て
、1
は｢

支
配
中
惣
絵
図｣

の
正
本
な
い
し
名
主
の
控
で
あ
ろ
う
。
2
は
新

肴
町
ほ
か
六
ケ
町
の
絵
図
で
拝
領
屋
敷
主
の
印
鑑
の
み
書
印
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

文
言
Ｂ
に｢

町
内
相
談
の
上
相
定
書
上｣

が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名

主
宅
に
お
か
れ
た
控
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、3･

4
は｢

小
絵
図｣
と
ほ
ぼ
対
応

す
る
町
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
控
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、5･
6
は
、
横
山

町
二
丁
目
の
も
の
が｢

役
頭
ニ
有
之
御
図
帳
之
写｣

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
名

主
の
提
出
絵
図
の
控
で
あ
る｢

支
配
中
惣
絵
図｣

も
し
く
は
小
絵
図
を
写
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
す
べ
て
の
町
に
つ
い
て｢

小
絵
図｣

が
作
成
さ
れ
た
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
居
付
地
主･

家
守
の
捺
印
の
あ
る
年
記
不
明
の
田
所
町･

長
谷

川
町･

富
沢
町
の
各
図
も
万
町
の｢

小
絵
図｣

と
同
様
の
性
格
を
も
つ
可
能
性
が
あ

ろ
う
。

内神田内神田

日本橋北日本橋北

日本橋南日本橋南

京橋京橋

図１　本稿で検討する沽券図の対象場所（『江戸復原図』東京都，1990 年より作成）
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②　

沽
券
図
の
個
別
分
析

で
は
、
こ
れ
ま
で
未
検
討
だ
っ
た
四
点
の
沽
券
絵
図
を
検
討
し
た
い
（
図
1
）。

1
　「
万
町
沽
券
絵
図
控
」（
図
3
・
4
）

「
万
町
沽
券
絵
図
控
」
は
、
七
〇
・
五
㎝
×
六
七
・
〇
㎝
の
彩
色
の
絵
図
で
、
現
状

で
は
八
つ
折
り
に
折
り
畳
ま
れ
、
現
所
蔵
機
関
の
表
紙
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
先
述

し
た
よ
う
に
、
史
料
の
裏
書
の
記
載
よ
り
、
本
史
料
は
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
延
享

沽
券
図
の｢

写｣

（
扣
）
を
、
用
心
の
た
め
に
さ
ら
に
町
ご
と
に
分
割
し
て
控
え
て
各

町
に
渡
し
た
も
の
（｢
小
絵
図｣

）
で
あ
る
。
画
面
の
縁
に
は
二
ヶ
所
の
記
号
が
あ
る

が
、こ
れ
が
他
の｢

小
絵
図｣
と
合
わ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た｢

合
紋｣

で
あ
ろ
う
。

日
本
橋
南
地
域
に
つ
い
て
は
、
他
の
古
町
で
あ
る
日
本
橋
北
地
域･

京
橋
地
域
と

比
べ
て
沽
券
図
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
江
戸
遺
跡
調
査
に

と
も
な
っ
て
、
新
た
に
沽
券
絵
図
が
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る

）
17
（

。
ま
た
、
多
く
の
町
と

は
異
な
り
、
通
一
丁
目･

通
二
丁
目
に
つ
い
て
は
、
正
徳
沽
券
図･

延
享
沽
券
図
の

双
方
の
写
し
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
間
の
地
価
の
変
動
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
す

で
に
玉
井
に
よ
っ
て
、
通
一
丁
目･

通
二
丁
目
の
沽
券
図
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る

が
）
18
（

、
万
町
の
デ
ー
タ
も
含
め
て
検
討
し
た
い
。

図
２
に
は
、
通
一
丁
目･

二
丁
目
、
万
町
の
小
間
高
を
示
し
た
。
各
屋
敷
の
間
口

も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

1　

各
町
内
で
は
角
屋
敷
が
最
も
高
く
、
つ
い
で
新
道
に
面
し
た
角
屋
敷
が
高
額
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
新
道
の
町
屋
敷
は
低
額
で
あ
る
。

2　

通
一･

二
丁
目
に
つ
い
て
は
、
日
本
橋
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
小
間
高
は
下
が
り
、

ま
た
通
一
丁
目
南
の
角
屋
敷
を
除
き
、
基
本
的
に
は
通
り
の
東
側
の
方
が
西
側
の

方
よ
り
高
額
で
あ
る
。
ま
た
、
七
筆
を
の
ぞ
き
、
正
徳
沽
券
図
か
ら
延
享
沽
券

図
の
間
に
、
小
間
高
は
上
昇
し
て
い
る
。
上
昇
率
に
つ
い
て
は
、
通
一
丁
目
が

一
〇
・
五
％
、
通
二
丁
目
が
一
一
・
三
％
と
、
通
二
丁
目
の
方
が
や
や
高
い
。

図2　万町・日本橋通一・二丁目の小間高（岩淵 2003b 年を一部改変）

万町 （寛保４年） 3
4 250 5．3．3

310 300 234 270
4 3･ 半 9 7

20（間） 20 4 3 4 6 3 7 4 4 6
510/510 10( 間）　 10 400/400 200 200 200 200 200 200 200 200 270 20

                      210/260 10 5 240/260
－ 330/294 12 8 250/260

通一丁目 200/260 3 7 210/260
（宝永７年 / 寛保元年か） －/132.2 200/150

－ 320/294 5 5 270/260
240/260 5 5 240/260
240/260 5 5 240/260
240/260 5 5 240/260

       320/320 5 10 360/360

20 20 ＝値上がりしなかった町屋敷
320/350 10 5・半 300/330
180/200 5 5 180/200
180/200 3 5 180/200
180/200 3・半 5 180/200

　＼ 240/260 7 4・半 180/200
通二丁目　 －/36 5・半 240/260

（宝永７年 / 寛保４年） 　／ 240/ ■ 3・半 250/250
200/220 10 4・半 240/ ■
180/200 5 5 180/200

10 200/250
280/320 10 5 206/300

出典　　通一丁目：宝永沽券図・寛保沽券図とも伴家文書（東京都公文書館寄託文書）。
　　　　通二丁目：宝永沽券図＝柳屋外池家。
                           寛保沽券図＝『わが町のあゆみ　日本橋二丁目通町会商店会三十年史』（日本橋二丁目通町会商店会 1978 年）に所収。
                           ともに『日本橋二丁目遺跡』（日本橋二丁目遺跡調査会　2001 年）に所収。（■は不読部分）
　　　　万町　　：寛保沽券図＝「万町沽券絵図控」（慶應義塾大学三田メディアセンター蔵幸田文庫）。
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3　

万
町
の
小
間
高
は
、
通
二
丁
目
の
中
屋
敷
と
同
額
で
あ
り
、
東
側
の

通
り
に
面
し
た
角
屋
敷
は
通
二
丁
目
の
新
道
に
面
し
た
角
屋
敷
と
ほ
ぼ

同
額
で
あ
る
。
ま
た
、
町
内
に
お
い
て
は
、
不
整
形
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
北
側
の
町
屋
敷
の
方
が
高
額
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
象
の
理
由
を
す
べ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
1

は
玉
井
が
日
本
橋
北
地
域
や
京
橋
地
域
の
町
の
沽
券
図
で
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
敷
地
の
二
面
が
道
路
に
接
す
る
と
い
う
角
屋
敷
の
利
点
が
反
映

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
2
よ
り
、
日
本
橋
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
土

地
の
評
価
が
低
く
な
る
が
、
正
徳
沽
券
図
か
ら
延
享
沽
券
図
の
間
に
通
二

丁
目
の
小
間
高
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
3
よ

り
日
本
橋
通
り
か
ら
一
本
東
の
道
（
日
本
橋
南
東
中
通

）
19
（

）
に
面
し
た
町
の

方
が
経
済
力
が
低
く
、
こ
の
三
町
で
は
、
通
一
丁
目
↓
通
二
丁
目
↓
万
町

の
順
で
小
間
高
が
下
が
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

土
地
所
有
者
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
一
四
筆
の
町
屋
敷
の
う
ち
、
地

主
の
み
が
記
載
さ
れ
る
町
屋
敷
は
、
町
屋
敷
⑩
の
名
主
、
町
屋
敷
⑪
の

｢

家
持　

作
兵
衛｣

、
⑧
の｢

七
兵
衛｣

で
あ
る
（
図
2
）。
彼
ら
は
地
主

自
身
が
居
住
す
る
居
付
地
主
で
あ
る
。
残
る
一
一
筆
に
は
す
べ
て
町
役
と

町
屋
敷
経
営
を
代
行
す
る
家
守
が
お
か
れ
て
お
り
、
隣
接
す
る
町
屋
敷
の

居
付
地
主
が
所
持
す
る
⑫･

⑦
を
除
き
、
九
筆
は
不
在
地
主
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
①･

②
と
複
数
の
町
屋
敷
を
所
持
す
る

者
も
存
在
し
た
。
吉
田
伸
之
は
、
江
戸
の
町
で
は
、
居
付
の
地
主
（
家

持
）
が
一
七
世
紀
末
よ
り
激
減
し
、町
屋
敷
で
貸
家
経
営
（
町
屋
敷
経
営
）

を
行
い
、
ま
た
資
産
と
し
て
こ
れ
を
所
持
す
る
不
在
地
主
が
増
加
し
て
い

く
こ
と
、
こ
れ
に
対
応
し
て
地
主
の
代
理
人
で
あ
る
家
守
が
町
制
の
実
務

を
担
う｢

家
守
の
町
中｣

が
成
立
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

）
20
（

。
万
町
の

成
立
時
の
地
主
は
不
詳
で
あ
る
が
、
遅
く
と
も
こ
の
延
享
沽
券
図
の
段

階
で
は
、
万
町
の
多
く
の
町
屋
敷
で
は
貸
家
経
営
が
行
わ
れ
、
町
制
は

図3　「万町沽券絵図控」トレース図（『日本橋一丁目遺跡』日本橋一丁目遺跡調査会ほか，2000 年より転載）
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｢

家
守
の
町
中｣

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
名
主
曽
我
小
左
衛
門
が
北
側
の
西
角
屋
敷
（
⑩
）
に
居
住
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
屋
敷
は
、
曽
我
の
役
宅
で
あ
っ
た
。
玉

井
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
店
舗
経
営
に
有
利
な
角
屋
敷
に
は
、
町
の

有
力
者
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
名
主
の
居
住
と

い
う
事
態
は
十
分
に
理
解
で
き
る
。
吉
田
伸
之
に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
古
町

で
は
、
当
初
各
町
に
一
人
づ
つ
名
主
が
存
在
し
て
い
た
（｢

町
の
名
主｣

）。

し
か
し
、
そ
の
選
出
母
体
で
あ
っ
た
居
付
の
地
主
（
家
持
）
が
一
七
世
紀

末
よ
り
激
減
し
て
い
く
中
で
町
の
名
主
も
激
減
し
、
や
が
て
近
辺
の
名
主

の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
、
名
主
も｢

支
配
名
主｣

と
な
る
、
と
述
べ
て

い
る
。
万
町
の
場
合
、
家
持
の
不
在
化
が
進
展
す
る
も
の
の
、
町
の
名
主

が
残
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
曽
我
は
一
八
世
紀
に
は

青
物
町･

元
四
日
市
町
も
支
配
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
曽
我
の｢

支
配
名

主｣

化
と
考
え
ら
れ
よ
う
。そ
の
後
、曽
我
の
役
宅
は
、宝
暦
七（
一
七
五
七
）

年
か
ら
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
の
間
に
青
物
町
に
移
転
し
、
万
町
は
寛

政
三
（
一
七
九
一
）
年
以
降
は
日
本
橋
の
対
岸
に
あ
る
品
川
町
の
名
主
竹

口
六
左
衛
門
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。
曽
我
は
こ
の
一
八
世
紀
後
半
に
没

落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
沽
券
図
が
作
成
さ
れ
た
時
期
や
そ
れ
以
前
の
町
の
地
主
や
住
民

に
つ
い
て
は
、
地
誌
類
の
わ
ず
か
な
記
載
し
か
確
認
で
き
な
い
。『
江
戸

鹿
子
』〔
元
禄
三〈
一六
九
〇
〉年
刊
〕は
、｢

ぼ
う
や｣

の
項
で｢

日
本
橋
北
万

町｣

（
⑩
〜
⑫
か
）、｢

木
履
や｣

の
項
で｢

日
本
橋
南
万
町｣

（
①
〜
⑨
か
）

を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た｢

日
本
橋
南
東
中
通｣

（
日
本
橋
通
り
に
並
行
し

た
南
北
の
通
り
）の
横
町
の
一
つ
と
し
て
万
町
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
通
り

の
主
な
商
家
と
し
て｢

古
道
具･

材
木･

煎
茶･

紙
や･

本
や･

古
着･

油
や･

花
や｣

を
あ
げ
て
い
る

）
21
（

。『
国
花
万
葉
記
』〔
元
禄
六
年
刊
〕
で
は
、

万
町
は｢

日
本
橋
南
東
中
通｣

で
同
様
の
記
載
が
な
さ
れ
る
ほ
か
、｢

西
河

図4　「万町沽券絵図控」（慶應義塾大学三田メディアセンター蔵　図 3 に同じ）



70

国立歴史民俗博物館研究報告
第 204集　2017年 2月

岸
通｣

の
町
と
し
て
も
登
場
し
、
こ
の
筋
の
商
売
と
し
て
、｢

く
れ
木･

砥
石･

棒
屋

･

下
り
酒･

あ
し
た･

ほ
く
り･

瀬
戸
物･

材
木･

大
問
屋｣

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

）
22
（

。

『
諸
国
買
物
調
方
記
』〔
元
禄
五
年
刊
〕
で
は
、｢

書
林

物
之
本
屋｣

で｢

万
町
横
丁

角　

万
や
清
兵
へ｣

、
ほ
か｢

ぼ
う
屋　

日
本
橋
北
万
町｣･｢

ぼ
く
り
あ
し
た　

日

本
ば
し
万
町｣･｢

飛
脚
屋

万
町
大
坂
や
茂
兵
衛｣

が
確
認
で
き
る

）
23
（

。
ま
た
、『
続
江

戸
砂
子
温
故
名
跡
志
』〔
享
保
二
〇
（
一七
三
五
）年
刊
〕に
は｢

万
町

日
本
橋
の
ひ
が

し
取
付
。
棒
屋
多
し
。｣

と
あ
る

）
24
（

。

以
上
か
ら
、
沽
券
図
が
作
成
さ
れ
た
頃
の
万
町
に
お
い
て
は
、
と
く
に
目
立
つ
商

売
と
し
て
、
木
の
棒
を
取
り
扱
う
棒
屋
と
履
物
関
係
の
店
（
足
駄･

木
履
）
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る

）
25
（

。

2
「
江
戸
芝
神
明
町
旧
図
」（
図
5
・
6
）

芝
神
明
町
は
、
京
橋
地
域
の
南
側
に
位
置
す
る
東
海
道
沿
い
の
両
側
町
で
、
京
間

で
設
定
さ
れ
た
古
町
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
居
住
者
は
、
幕
末
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』

に
よ
れ
ば
、
地
本
双
紙
問
屋
一
人
、
同
仮
組
三
人
、
版
木
屋
二
人
、
小
間
物
問
屋
二

人
、
雛
屋
仮
組
一
人
、
人
宿
二
人
、
六
組
飛
脚
屋
一
人
、
炭
薪
仲
買
一
人
で
、『
八

品
商
名
前
帳
』に
よ
れ
ば
古
着
・
質
屋
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
八
品
商
が
の
べ
八
人
で
あ
っ

た
。
書
肆
や
出
版
、
小
間
物
関
係
が
目
立
つ
の
は
、
西
面
が
江
戸
の
一
大
繁
華
街
で

あ
っ
た
芝
神
明
社
の
門
前
「
神
明
前
」

）
26
（

の
一
角
を
構
成
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
本

図
に
は
「
寶
永
八
辛
卯
年
四
月
十
三
日
改
古
圖
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
も

の
が
少
な
い
正
徳
沽
券
図
の
写
と
考
え
ら
れ
る
。

屋
敷
の
外
形
に
つ
い
て
は
、
二
六
筆
の
う
ち
、
表
間
口
に
つ
い
て
八
筆
が
「
外

延
地
」（
Ｅ
3
・
Ｅ
6
・
Ｅ
8
・
Ｅ
12
・
Ｗ
２
・
Ｗ
10
・
Ｗ
11
・
Ｗ
13
）、
九
筆
が

「
内
不
足
地
」（
Ｅ
4
・
Ｅ
9
・
Ｅ
11
・
Ｗ
3
・
Ｗ
5
・
Ｗ
6
・
Ｗ
7
・
Ｗ
9
・
Ｗ
12
）

の
注
記
が
あ
る
。
正
徳
沽
券
図
以
前
に
設
定
さ
れ
た
敷
地
割
を
も
と
に
あ
ら
た
め

て
屋
敷
寸
法
が
測
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
様
の
記
載
は
、
南
鍋
町
ほ
か
を
記

載
し
た
延
享
沽
券
図
一
点
の
み
で
、
南
鍋
町
壱
・
弐
町
目
と
瀧
山
町
に
し
か
「
外

延
地
」
は
見
ら
れ
な
い
。

東
側
は
一
二
筆
で
、
小
間
高
は
角
屋
鋪
が
一
〇
五
両
、
中
屋
敷
が
八
〇
両
、
西
側

は
一
四
筆
で
、
角
屋
鋪
が
一
二
〇
両
・
中
屋
敷
が
一
〇
〇
両
と
な
っ
て
い
る
。
正
徳

沽
券
図
段
階
の
小
間
高
で
、
日
本
橋
の
裏
通
り
の
延
享
沽
券
図
段
階
の
小
間
高
と
ほ

ぼ
同
ク
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
の
沽
券
状
に

よ
る
と
東
側
表
五
間
・
裏
行
町
並
の
町
屋
敷
（
Ｅ
11
か
）
が
江
戸
小
判
一
八
〇
両
で

売
り
渡
さ
れ
る
な
ど

）
27
（

、早
く
か
ら
売
買
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

西
側
は
両
側
に
面
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
西
面
が
「
神
明
前
」
の
一
角
を
構
成
し
て

い
た
た
め
、
東
側
よ
り
も
小
間
高
が
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

居
付
地
主
は
東
側
が
三
筆
、
西
側
が
八
筆
で
、
と
く
に
東
側
で
地
主
の
不
在
化
が

進
行
し
て
い
る
。
不
在
地
主
に
は
、
内
神
田
の
橋
本
町
二
丁
目
（
Ｅ
1
）、
他
国
者

（
Ｗ
10
地
主
京
都
知
恩
院
門
前
）
も
み
ら
れ
る
が
、
芝
口
町
（
Ｅ
3
・
5
）・
柴
井
町

（
Ｅ
6
）・
浜
松
町（
Ｅ
12
）・
源
助
町（
Ｗ
3
）と
い
っ
た
近
辺
の
居
住
者
が
中
心
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
ま
た
居
付
地
主
の
う
ち
Ｅ
4
・
Ｗ
1
・
Ｗ
2
と
不
在
地
主
の
Ｗ
14
は
「
弐

軒
役
」
と
な
っ
て
お
り
、
隣
地
の
取
得
に
よ
っ
て
町
屋
敷
を
併
合
し
た
可
能
性
が
高

い
。
居
付
地
主
の
う
ち
、Ｗ
8
清
兵
衛
（
柳
屋
）
は
も
と
は
泉
州
堺
の
鉄
砲
鍛
冶
で
、

家
康
の
入
国
以
前
か
ら
住
居
し
、「
江
戸
地
張
元
祖
」
の
看
板
を
掲
げ
て
代
々
「
梅

忠
流
」
の
煙
管
張
を
商
売
と
し
た
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
土
地
は
草
分
地
主
で
「
先
祖

清
兵
衛
草
分
ニ
而
沽
券
地
ニ
相
成
候
節
御
割
付
ニ
而
頂
戴
仕
候
地
面
」
で
あ
り
、
こ

の
沽
券
図
作
成
直
後
に
あ
た
る
正
徳
年
中
に
沽
券
金
一
三
〇
両
で
売
却
し
た
も
の

の
、
ひ
き
つ
づ
き
家
守
と
し
て
居
住
し
、
文
化
八
（
一
八
一
〇
）
年
に
三
五
〇
両
で

買
い
戻
し
た
と
い
う

）
28
（

。

3
「
麻
布
本
村
町
沽
券
図
」（
図
7
・
8
・
表
3
）

麻
布
本
村
町
は
、
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
に
町
奉
行
所
支
配
に
編
入
さ
れ
た
町

で
あ
る
。「
町
方
書
上
」
に
よ
れ
ば
、
本
村
町
の
名
は
こ
の
場
に
名
主
と
村
役
人
が

居
住
し
て
、諸
役
を
つ
と
め
、麻
布
の
各
町
の
年
貢
も
と
り
ま
と
め
た「
元
村
」で
あ
っ
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［江戸の沽券図について］……岩淵令治

図５　「江戸芝神明町旧図」トレース図
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記号 間口・ほか記載 裏幅 裏行
（北側）

裏
（南側） 坪数 沽券金高 小間高 地主・家持 家守

Ｅ1 表京間六間 裏幅京間五間四
尺六寸五分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数壱百拾七
坪壱合五夕

此沽券金高
六百三拾両

小間ニ付金
百五両券

地主橋本町弐丁
目久兵衛 家守長三郎

Ｅ2 表京間五間 裏巾京間四間四
寸五分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数九拾八坪
四合六夕

此沽券金高
四百両

小間ニ付金
八拾両券 地主善右衛門 家守清右衛門

Ｅ3 表京間四間外六寸延地 裏巾京間四間四
寸五分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数八拾坪六
合九夕

此沽券金高
三百二拾両

小間ニ付金
八拾両券

地主芝口町三丁
目小右衛門 家守左兵衛

Ｅ4 表京間七間半内一尺二寸不足地 裏巾京間七間弐
尺三寸

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数百四拾八
坪五合三夕八才

此沽券金高
六百両

小間ニ付金
八拾両券

家持忠右衛門　
弐人役

Ｅ5 表京間五間半 裏巾京間五間六
尺弐寸五分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数百拾四坪
六合壱夕五才

此沽券金高
四百四拾両

小間ニ付金
八拾両券

家持芝口町五丁
目左次右衛門 家守源八

Ｅ6 表京間五間外六寸延地 裏巾京間五間五
尺六分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数百七坪七
合八夕四才

此沽券金高
四百両

小間ニ付金
八拾両券

地主柴井町三野
庄之助 家守清左衛門

Ｅ7 表京間四間 裏巾京間四間弐
尺壱寸

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数八拾三坪
弐合三夕

此沽券金高
三百弐拾両

小間ニ付金
八拾両券

地主東湊町壱丁
目兵之助 家守吉兵衛

Ｅ8 表京間四間半外弐尺六寸延地 裏巾京間五間八
分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数九拾五坪
九夕弐才

此沽券金高
三百六拾両

小間ニ付金
八拾両券 家持長左衛門

Ｅ9 表京間三間半内五寸不足地 裏巾京間三間一
尺八寸四分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数六拾七坪
八合七才

此沽券金高弐
百八拾両

小間ニ付金
八拾両券 地主彦兵衛 家守庄左衛門

Ｅ10 表京間五間 裏巾京間四間五
尺弐寸

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断 此坪数九拾八坪 此沽券金高

四百両
小間ニ付金
八拾両券 地主孫兵衛 家守十兵衛

Ｅ11 表京間五間内四寸不足地 裏巾京間四間弐
尺六寸三分

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数九拾四坪
四夕六才

此沽券金高
四百両

小間ニ付金
八拾両券 家持七右衛門

Ｅ12 表京間五間外壱尺五寸延地 裏幅京間四間弐
尺弐寸

裏行京間
弐拾間

裏行右
同断

此坪数九拾三坪
三合八夕四才

此沽券金高
五百弐拾五両

小間ニ付金
百五両券

地主濱松町弐丁
目市兵衛 家守彦兵衛

W1 表京間七間 裏幅京間七間五
尺壱寸八分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数百三拾弐
坪六合弐才

此沽券金高
八百四拾両

小間ニ付金
百弐拾両券

名主 家持孫右衛
門 弐人役

W2 表京間六間外一尺壱寸延地 裏幅京間五間四
尺七寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数百八坪四
合三夕八才

此沽券金高
六百両

小間ニ付金
百両券

家持六右衛門 弐
人役

W3 表京間五間内一尺不足地 裏幅京間五間弐
尺四寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数九拾五坪
九合壱夕五才

此沽券金高
五百両

小間ニ付金
百両券

地主源助町源之
助 家守三右衛門

W4 表京間三間 裏巾京間六尺
（ママ）四寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数五拾五坪
三合五夕七才

此沽券金高
三百両

小間ニ付金
百両券 家持利右衛門

W5 表京間五間内一尺弐寸不足地 裏幅京間四間四
尺九寸五分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数九拾坪弐
合九夕四才

此沽券金高
五百両

小間ニ付金
百両券 家持平左衛門

W6 表京間弐間半内一尺七寸不足地 裏巾京間弐間弐
尺一寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数四拾四坪
六合三夕

此沽券金高弐
百五拾両

小間ニ付金
百両券 地主清九郎 家守久右衛門

W7 表京間五間内一尺四寸不足地 裏巾京間四間五
尺三寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数九拾坪七
合九夕弐才

此沽券金高
五百両

小間ニ付金
百両券 家持伝兵衛

W8 表京間弐間半 裏巾京間弐間四
尺一寸五分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数四拾七坪
五合三夕

此沽券金高弐
百五拾両

小間ニ付金
百両券 家持清兵衛

W9 表京間弐間半内四寸不足地 裏巾京間弐間五
尺四寸六分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数四拾九坪
三合九夕弐才

此沽券金高弐
百五拾両

小間ニ付金
百両券 家持吉左衛門

W10 表京間五間外弐尺五寸延地 裏巾京間五間弐
尺九寸五分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数九拾六坪
六合五夕四才

此沽券金高弐
五百両

小間ニ付金
百両券

地主京都知恩院
門前松之助 家守金兵衛

W11 表京間弐間半外五寸延地 裏巾京間弐間三
尺八寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数四拾七坪
三夕壱才

此沽券金高弐
百五拾両

小間ニ付金
百両券 家持五兵衛

W12 表京間五間内一尺四寸不足地 裏巾京間五間壱
尺七寸

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数九拾四坪
九合壱夕九才

此沽券金高
五百両

小間ニ付金
百両券 地主太郎兵衛 家守善右衛門

W13 表京間弐間半外壱尺延地 裏巾京間弐間三
尺一寸七分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数四拾六坪
三夕六才

此沽券金高弐
百五拾両

小間ニ付金
百両券 地主同人 家守嘉兵衛

W14 表京間八間半 裏巾京間九間弐
寸八分

裏行京間
拾八間半

裏行右
同断

此坪数百六拾弐
坪弐合七夕三才

此沽券金高千
弐拾両

小間ニ付金
百弐拾両券 地主良円 家守源右衛

門 弐人役

① 寶永八辛卯年四月十三日改古圖 月行事　長
三郎 同六右衛門 名主 孫右衛門

② Library.June 1869.O.K
③ 道幅田舎間六間壱尺弐寸
④ 道幅田舎間弐間三尺　下水共ニ
⑤ 道幅田舎間弐間一尺六寸　下水共ニ
⑥ 此通弐尺庇　公儀地
⑦ 道幅田舎間拾間五尺　庇下共ニ
⑧ 此通弐尺三寸庇　公儀地
⑨ 三尺下水
⑩ 此通五尺八寸庇　公儀地
⑪ 弐尺五寸下水
⑫ 道幅田舎間拾間四尺五寸　庇下共ニ
⑬ 此通三尺五寸庇　公儀地
⑭ 道幅田舎間六間壱尺弐寸
⑮ 道幅田舎間四間　下水共ニ
⑯ 道幅田舎間四間弐尺弐寸　下水共ニ
⑰ 道幅田舎間三間七寸　下水共ニ
⑱ 道幅田舎間三間壱尺五寸　下水共ニ
⑲ 道幅田舎間五間弐尺壱寸　下水共ニ
⑳ 道幅田舎間四間四尺八寸　下水共ニ

表２　「江戸芝神明町旧図」（東北大学附属図書館蔵狩野文庫）記載一覧（記号は図 6 に対応）

図6　「江戸芝神明町旧図」（概略図）
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た
こ
と
か
ら
「
本
村
」
と
称
し
、
町
並
化
に
あ
た
っ
て
「
本
村
町
」
と
記
す
こ
と
に

し
た
と
い
う
。
ま
た
、
村
内
の
う
ち
五
〇
石
が
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
よ
り
天
徳

寺
領
、
二
八
石
七
斗
二
升
二
合
六
夕
が
大
養
寺
領
と
な
り
（
年
代
不
明
）、
こ
れ
ら

も
町
奉
行
支
配
の
町
屋
と
な
っ
た
。
幕
末
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』
に
よ
れ
ば
、
炭
薪

仲
買
一
七
人
、
舂
米
屋
一
〇
人
、
地
廻
り
米
穀
問
屋
・
脇
店
八
ヶ
所
組
米
屋
各
一
人
、

両
替
屋
四
人
、
紺
屋
二
人
、
地
掛
蝋
燭
屋
二
人
、
六
組
飛
脚
屋
一
人
が
居
住
し
て
お

り
、
計
三
八
人
の
う
ち
一
六
人
は
家
持
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
八
品
商
名
前
帳
』
に

よ
れ
ば
八
品
商
が
の
べ
四
七
人
居
住
し
、
う
ち
二
〇
人
が
家
持
で
あ
っ
た
。
と
く
に

職
種
に
特
徴
は
な
い
が
、
家
持
の
中
に
下
り
物
問
屋
が
存
在
し
て
い
な
い
点
で
、
典

型
的
な
場
末
の
町
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

本
図
は
、
延
享
沽
券
図
の
写
で
、
記
述
の
内
容
は
当
時
の
も
の
で
あ
る

）
29
（

。
前
章
で

確
認
し
た
よ
う
に
、
現
存
が
確
認
で
き
る
沽
券
図
は
約
六
〇
点
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

江
戸
中
心
部
の
日
本
橋
・
京
橋
地
域
の
も
の
で
あ
る
。
例
外
は
神
田
地
域
（
雉
子
町

ほ
か
五
町
）、
江
戸
北
部
（
上
野
町
一
・
二
丁
目
、
今
戸
、
駒
込
片
町
ほ
か
）、
江
戸

西
部
（
四
谷
伝
馬
町
ほ
か
）、
深
川
地
域
（
深
川
扇
町
ほ
か
六
町
）、
江
戸
南
部
（
二

葉
町
、芝
神
明
町
、桜
田
兼
房
町
、高
縄
南
町
代
地
）
の
計
一
〇
点
に
限
ら
れ
る
（
前

掲
表
1
）。
し
か
も
場
末
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
稀
少
な
事
例
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
次
に
あ
げ
た
の
は
、
本
図
の
α
の
部
分
の
記
載
で
あ
る
。

惣
坪
数
壱
万
千
百
六
拾
五
坪
三
合

麻
布
本
村
町
惣
合

惣
間
口
八
百
八
拾
五
間
壱
尺
四
寸

沽
券
金
六
千
八
百
弐
拾
七
両
弐
分

此
度
書
上
候
絵
図
面
沽
券
之
儀

者
、
当

（「
凡
」脱
カ
）時

町
並
売
買
之
積
り
を
以
、
平
均
ニ

書
上
申
候
、
銘
々
地
主
共
所
持
仕
候
沽
券
証
文
金
高

者
、
慶
長
金･

元
禄
金･

乾
金･

享
保
金
入
交
リ
有
之
、
売

（「
時
々
」脱
カ
）主

買
主
之
相
対
ニ
而
高
下
御
座
候
ニ
付
、

絵
図
面
金
高
と
ハ
少
々
相
違
御
座
候
、
并
坪
数
之
儀
間
数
と
ハ
少
々
宛
相
違
御

座
候
得
共
、
御

水
帳
面
之
通
書
上
候
、
以
上

延
享
元
子
年
三
月

麻
布
本
村
町

月
行
事

八
郎
兵
衛

名
主又

左
衛
門

基
本
的
に
は
先
述
し
た
Ａ
の
文
言
で
あ
り
、
作
成
者
に
印
鑑
が
な
く
、
ま
た
図
内
に

も
ほ
ぼ
印
鑑
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
図
は
冒
頭
で
示
し
た
類
型
の
Ⅱ
5
に
該

当
す
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
傍
線
部
の
追
加
文
言
で
、
図
面
の
坪
数
と
間
数
が
矛

盾
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
水
帳
に
従
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
芝
神
明
町
で
み

た
よ
う
な
、
土
地
区
画
の
変
容
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
た
だ

し
、
記
載
で
重
視
さ
れ
た
の
は
所
持
者
と
沽
券
高
・
小
間
高
で
、
坪
数
は
水
帳
に
拠
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
町
奉
行
所
に
と
っ
て
は
、
役
負
担
と
小
間
高
の
算
出
に
お

い
て
、
坪
数
よ
り
間
口
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
。

な
お
、裏
打
に
使
用
さ
れ
て
い
た
紙
も
麻
布
本
村
町
の
沽
券
図
で
、年
記
は
な
か
っ

た
が
、
屋
敷
割
・
地
主
・
家
守
・
沽
券
金
な
ど
の
記
載
が
表
面
の
沽
券
図
と
ほ
ぼ
同

じ
こ
と
か
ら
、
表
面
の
沽
券
図
の
写
し
ま
た
は
下
書
き
と
推
測
さ
れ
て
い
る

）
30
（

。

図
を
子
細
に
み
る
と
、
写
す
際
に
情
報
が
欠
落
し
た
と
思
わ
れ
る
点
が
何
点
か
見

ら
れ
る
。
ま
ず
、
β
の
位
置
に
、「
此
色
寺
院
」「
此
色
天
徳
寺
領
・
大
養
寺
領
」
の

凡
例
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
原
図
中
の
該
当
箇
所
に
は
彩
色
は
み
ら
れ
ず
、
退
色
し

た
痕
跡
も
な
い
。「
町
方
書
上
」
に
よ
れ
ば
、
幕
領
（「
代
官
所
分
」）
は
三
町
九
畝

拾
歩
、
天
徳
寺
分
は
二
反
三
畝
二
九
歩
（
図
7
の
「
天
」）、
大
養
寺
分
が
八
反
八
畝

七
分
（
図
7
の
「
大
」）
で
、
町
と
し
て
は
こ
の
三
領
分
か
ら
な
る
が
、
本
図
で
は

幕
領
分
の
町
屋
敷
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
表
間
口
記
載
の
欠

落
（
87
）、
裏
幅
の
記
載
の
欠
落
（
１
〜
４
、
56
）、「
道
幅
」
の
寸
法
の
欠
落
（

）、

一
六
の
グ
ル
ー
プ
（
後
述
）
の
範
囲
を
示
す
記
号
の
欠
落
（
3
4
5
の
片
方
、

の
一
部
）、「
地
主
」「
家
守
」
の
欠
落
が
み
ら
れ
る
。
印
鑑
に
つ
い
て
は
、
59
徳
左

衛
門
と
60
兵
右
衛
門
の
張
紙
の
上
に
み
と
め
ら
れ
る
が
、
作
成
経
緯
と
の
関
係
は
不

明
で
あ
る
。
ま
た
、
20
・
21
は
お
そ
ら
く
3
グ
ル
ー
プ
に
属
す
と
思
わ
れ
る
が
、
合
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図７「麻布本村町沽券図」トレース図

図８　「麻布本村町沽券図」（港区立港郷土資料館蔵）
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記号 間口・ほか記載 裏幅 裏行（北側） 裏行（南側） 坪数 沽券金高 小間高 地主・家持（記
号は本文参照） 家守

1 表田舎間九間壱尺五寸 （記載なし） 裏行九間壱尺五寸 同十間弐尺 此坪数九十四坪 沽券金百八両 小間ニ付拾弐（両
脱カ）券 地主 六左衛門 ＊ 家守　

長右衛門
2 表田舎間六間 （記載なし） 裏行十間弐尺 同十間五尺 此坪数五十四坪 沽券金七拾弐両 小間ニ付拾弐両券 家主　彦右衛門
3 表田舎間八間四尺 （記載なし） 裏行十間五尺 同十間五尺八寸 此坪数九十壱坪 沽券金百弐両 小間ニ付拾弐両券 地主　兵右衛門 家守　藤七

4 表田舎間七間 （記載なし） 裏行十五間三尺 同十六間四尺 此坪数九拾六坪 沽券金百拾弐両 小間ニ付拾■（弐
カ）両券 地主　八郎兵衛 屋守　

喜兵衛
5 表田舎間四間五寸 裏幅五間 裏行十五間 同十五間 此坪数六十八坪 沽券金四拾八両 小間ニ付拾弐両券 家主　長左衛門

6 表（田舎間脱カ）弐十間 裏幅拾四間半 裏行折廻シ弐拾九間
壱尺 同弐拾弐間 此坪数四百三十三坪 沽券金弐百両 小間ニ付八両券 地主　市三郎 ＊ 屋守　

佐五右衛門
7 表田舎間六間 裏幅六間 裏行六間三尺 同六間三尺 此坪数四拾坪 沽券金三拾六両 小間ニ付五両券 （「家主」脱カ）善六

8 表田舎間拾壱間弐尺 裏幅拾壱間壱尺 裏行六間三尺 同六間三尺 此坪数七拾弐坪 沽券金六拾六両 小間ニ付六両券 地主　甚八　＊ 屋守　
善兵衛

9 表田舎間六間壱尺 裏幅六間三寸 裏行拾壱間三尺 同拾壱間四尺 此坪数六拾九坪 沽券金九拾六両 小間ニ付拾六両券 家主　九右衛門
10 表田舎間八間三尺五寸 裏幅八間三尺 裏行十壱間四尺 同十壱間三尺 此坪数九十八坪 沽券金百三拾六両 小間ニ付拾六両券 家主　勘兵衛
11 表田舎間八間四尺 裏幅八間五尺 裏行拾壱間五尺 同拾壱間四尺 此坪数百三坪 沽券金百三拾六両 小間ニ付拾六両券 家主　三郎兵衛
12 表田舎間八間弐尺三寸 裏幅八間 裏行十壱間壱尺五寸 同十壱間四尺 此坪数九拾弐坪 沽券金百弐拾八両 小間ニ付拾六両券 家主　長右衛門
13 表田舎間三間四尺 裏幅三間三尺八寸 裏行十壱間三尺 同拾壱間壱尺五寸 此坪数三十九坪 沽券金五拾六両 小間ニ付拾六両券 家主　十郎兵衛
14 表田舎間五間五寸 裏幅四間五尺 裏行拾壱間弐尺 同拾壱間三尺 此坪数五拾壱坪 沽券金八拾両 小間ニ付拾六両券 家主　元右衛門
15 表田舎間五間三尺五寸 裏幅五間壱尺 裏行九間五尺 同十壱間弐尺五寸 此坪数五十五坪 沽券金八拾八両 小間ニ付拾六両券 地主　八郎兵衛
16 表田舎間七間三尺五寸 裏幅六間四尺 裏行七間五尺五寸 同九間五尺 此坪数六十坪 沽券金百五両 小間ニ付拾五両券 家主　利右衛門
17 表田舎間五間三尺 裏幅五間四尺 裏行五間弐尺 同七間弐尺五寸 此坪数三十四坪 沽券金七拾両 小間ニ付拾四両券 家主　吉右衛門
18 表田舎間六間弐尺五寸 裏幅六間三尺五寸 裏行三間 同五間弐尺 此坪数弐拾七坪 沽券金四拾八両 小間ニ付八両券 家主　四郎兵衛
19 表田舎間三間弐尺五寸 裏幅三間二尺五寸 裏行■（弐カ）間四尺 同弐間四尺 此坪数七坪 沽券弐拾■（壱）両 小間ニ付七両券 家主　伊右衛門
20 表田舎間拾壱間三尺六寸 裏幅拾壱間三尺 裏行十三間弐尺 同拾弐間壱尺 此坪数百四拾七坪 沽券金百八拾四両 小間ニ付拾六両券 家主　平右衛門
21 表田舎間十三間 裏幅九間三尺五寸 裏行十四間 同十三間弐尺 此坪数百五十弐坪 沽券金弐百八両 小間ニ付拾六両券 家主　八郎兵衛
22 表田舎間十壱間 裏幅十壱間五尺 裏行三十間半 同三十間半 此坪数三百五十八坪 沽券金百六拾五両 小間ニ付拾五両券 家主　五郎兵衛

23 表（「田舎間」脱カ）五間弐尺 裏幅五間 裏行十壱間弐尺 同拾壱間弐尺 此坪数五十六坪 沽券金六十両 小間ニ付拾弐両券 地主 又右衛門 ※ 家守　
治郎右衛門

24 表田舎間十壱間五寸 裏幅拾壱間五寸 裏行拾弐間弐尺 同拾弐間 此坪数壱百三拾弐坪 沽券金百三拾弐両 小間ニ付拾弐両券 地主　七兵衛 家守　
市兵衛

25 表田舎間九間三尺六寸 裏巾九間弐尺四寸 裏行十三間三尺 同拾弐間弐尺 此坪数百廿壱坪 沽券金百拾四両 小間ニ付拾弐両券 地主　七兵衛 家守　
長兵衛

26 表田舎間十壱間四尺 裏巾十壱間弐尺 裏行十四間 同十弐間弐尺 此坪数百五十坪 沽券金百廿六両弐分 小間ニ付拾壱両券 地主　平七　＊ 家守　
作兵衛

27 表田舎間六間七寸 裏幅六間七寸 裏行十三間弐尺 同拾三間弐尺 此坪数八十坪 沽券金六拾六両 小間ニ付十壱両券 地主　弥平次 家守　
源左衛門

28 表田舎間九間四尺 裏巾六間六尺六寸 裏行十八間弐尺 同九間三尺 此坪数百坪 沽券金百四両弐分 小間ニ付拾壱両券 家主　太兵衛

29 表田舎間三間五尺 裏巾三間壱寸 裏行十弐間 同拾弐間 此坪数四十弐坪 沽券金四拾四両 小間ニ付拾壱両券（「家主」脱か）
　甚三郎

30 表田舎間六間壱尺 裏巾六間三尺 裏行十三間壱尺五寸 同十弐間半 此坪数八十坪 沽券金六十六両 小間ニ付拾壱両券（「家主」脱か）
　七右衛門

31 表田舎間十間 裏巾九間四尺 裏行拾弐間 同十壱間五尺 此坪数百拾五坪 沽券金百拾両 小間ニ付拾壱両券 家主　八郎兵衛 家守　
作右衛門

32 表田舎間弐間 （記載なし） 裏行十五間　但三角
屋敷 同 此坪数拾五坪 沽券金弐拾両 小間ニ付拾両券 地主　源兵衛

33 表田舎間六間四尺 裏巾六間四尺 裏行弐十四間　但入
寄有之 同三十間 此坪数百八十坪 沽券金七拾壱両弐分 小間ニ付拾壱両券 地主　市兵衛

34 表田舎間六間五尺 裏巾四間四尺五寸 裏行弐十四間 同三十間 此坪数百五十八坪 沽券金七拾七両 小間ニ付十壱両券 地主　松次郎 ＊ 家守　
長右衛門

35 表田舎間七間半 裏巾七間半 裏行二十間 同■（弐カ）拾参間 此坪数百六拾壱坪 沽券金八拾弐両弐分 小間ニ付拾壱両券 地主　太右衛門 家守　
佐兵衛

36 表田舎間十三間壱尺 裏幅拾三間壱尺 裏行拾弐間弐尺 同十弐間 此坪数百五十七坪 沽券金百五拾六両 小間ニ付拾弐両券 地主　七兵衛 家守　
甚右衛門

37 表田舎間七間九寸 裏幅七間九尺 裏行十弐間 同十弐間 此坪数八拾四坪 沽券金八拾四両 小間ニ付拾弐両券 地主 又左衛門 ＊ 家守　
安兵衛

38 表田舎間五間三尺 裏幅五間三尺 裏行十弐間 同十弐間 此坪数四拾六坪 沽券金六拾六両 小間ニ付拾弐両券 家主　弥兵衛
39 表田舎間七間三尺 裏幅七間四尺 裏行十弐間 同十弐間 此坪数九拾坪 沽券金九拾両 小間ニ付拾弐両券 家主　五郎左衛門
40 表田舎間九間五尺 裏幅九間五尺 裏行十弐間壱尺 同十弐間壱尺五寸 此坪数百十七坪 沽券金百八両 小間ニ付拾弐両券 家主　十右衛門

41 表田舎間五間四尺 裏幅五間四尺 裏行六間四尺 同六間四尺 此坪数三拾六坪 沽券金五拾五両 小間ニ付拾両券 地主　五兵衛　
※

家守　
藤兵衛

42 表田舎間四間四尺 裏幅四間三尺 裏行十弐間 同十弐間 此坪数五十四坪 沽券金五拾四両 小間ニ付拾弐両券 家主　新四郎
43 表田舎間五間弐尺弐寸 裏幅四間弐尺 裏行十弐間弐尺 同十弐間弐尺 此坪数六十四坪 沽券金六拾両 小間ニ付拾弐両券 家主　又七

44 表田舎間五間三尺五寸 裏幅五間弐尺五寸 裏行十弐間壱尺五寸 同十弐間壱尺五寸 此坪数六拾七坪 沽券金六拾六両 小間ニ付拾弐両券 家主　□（勘力）
右衛門

45 表田舎間五間［張紙で抹消］ 裏幅五間［張紙で
抹消］ 裏行十弐間壱尺 同十弐間壱尺 此坪数六十坪 沽券金六拾両 小間ニ付拾弐両券 地主　宇兵衛 ＊ 家守　

市兵衛
46 表田舎間五間五寸 裏幅四間五尺 裏行拾弐間壱尺 同十弐間壱尺 此坪数五十七坪 沽券金七拾両 小間ニ付拾弐両券 家主　善右衛門

47 表田舎間四（ママ）間五尺五寸 裏幅十壱間弐尺三
寸 裏行十弐間壱尺 同十弐間弐尺五寸 此坪数百四十坪 沽券金百廿壱両 小間ニ付拾壱両券 地主　三郎兵衛 家守　

友右衛門

48 表田舎間拾壱間四尺三寸 裏幅（「拾」脱カ）
五間 裏行十弐間弐尺 同十弐間弐尺五寸 此坪数六十壱坪 沽券金五十五両 小間ニ付拾壱両券 地主　市郎右衛

門
49 表田舎間五間五寸 裏幅五間五寸 裏行十弐間弐尺 同十弐間壱尺 此坪数六十壱坪 沽券金五拾五両 小間ニ付拾壱両券 家主　藤兵衛
50 表田舎間五間五寸 裏幅五間壱尺 裏行拾弐間壱尺 同十弐間 此坪数六十坪 沽券金五十五両 小間ニ付拾壱両券 家主　八兵衛

51 表田舎間五間壱尺 裏幅五間三尺 裏行十弐間 同拾弐間 此坪数六拾六坪 沽券金六拾六両 小間ニ付拾壱両券 地主　庄次郎 家守　
利兵衛

52 表田舎間五間五尺八寸 裏幅五間四尺五寸 裏行十弐間弐尺 同拾弐間弐尺 此坪数七十坪 沽券金六拾六両 小間ニ付拾壱両券 地主　庄次郎 家守　
利兵衛

53 表田舎間五間四尺五寸 裏幅五間壱尺五寸 裏行十壱間五尺 同十壱間弐尺三寸 此坪数六十三坪 沽券金六拾両弐分 小間ニ付拾壱両券 家主　庄次郎
54 表田舎間六間五尺 裏幅十壱間壱尺 裏行十壱弐尺三寸 同八間三尺八寸 此坪数九十坪 沽券金七拾壱両弐歩 小間ニ付拾壱両券 家主　庄次郎

55 表田舎間九間三尺 裏幅九間三尺 裏行弐十四間半 同弐十四間半 此坪数二百弐拾七坪 沽券金七拾六両 小間ニ付八両券 地主 又右衛門 ※ 家守　
次郎右衛門

56 表田舎間拾弐間弐尺 （記載なし） 裏行弐十間 同弐十五間 此坪数九十七坪 沽券金九拾六両 小間ニ付八両券 家主　市左衛門

57 表田舎間拾壱間 裏幅拾三間三尺 裏行拾弐間五尺 同拾弐間 此坪数百五拾坪 沽券金六拾六両 小間ニ付六両券 地主　七兵衛 ※ 家守　
市兵衛

表３　「麻布本村町沽券図」（港区立港郷土資料館蔵）記載一覧（記号は図 7 に対応　■・□は虫損・カスレで不読部分）
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58 表田舎間十壱間 裏巾十間三尺 裏行弐間三尺 同七間 此坪数五十壱坪 沽券金廿七両弐分 小間ニ付弐両弐分券 家主　弥平次
59 表田舎間六間 裏幅六間 裏行弐間三尺 同弐間三尺 此坪数九十五坪 沽券金拾弐両 小間ニ付弐両券 家主　徳左衛門印

60 表田舎間十間 裏幅十壱間 裏行九間弐尺 同七間三尺 此坪数八拾八坪半 沽券金廿両 小間ニ付弐両券 地主　兵右衛門
印（張紙）

61 表八間 裏巾九間弐尺 裏行三間壱尺 同四間四尺 此坪数三十弐坪 沽券金弐拾両 小間ニ付弐両弐分券 家主　次郎右衛門
62 表田舎間六間 裏幅六間 裏行十壱間半 ［　　］ 此坪数六十九坪 沽券金弐拾四両 小間ニ付四両券 弥兵衛
63 表田舎間六間 裏幅六間 裏行十壱間半 同十壱間半 此坪数六拾九坪 沽券金弐拾四両 小間ニ付四両券 五郎左衛門

64 表田舎間八間弐尺 裏幅八間弐尺 裏行十弐間 同十弐間 此坪数八拾九坪 沽券金四十両 小間ニ付五両券 地主　五兵衛 ※ 家守　
七左衛門

65 表田舎間六間 裏幅六間 裏行十弐間 同十弐間 此坪数七十弐坪 沽券金三十両 小間ニ付五両券 家主七右衛門

66 表田舎間十五間 裏幅十五間 裏行十弐間 同十弐間 此坪数百八十坪 沽券金七十五両 小間ニ付五両券 地主　惣兵衛・
彦右衛門

家守　
七兵衛

67 表田舎間五間半 裏幅五間半 裏行十弐間 同十弐間 此坪数六十六坪 沽券金弐拾七両弐分 小間ニ付五両券 助右衛門

68 表田舎間六間半 裏幅六間半 裏行十壱間半 同十壱間半 此坪数七拾四坪七合
五夕 沽券金三拾壱両弐分 小間ニ付五両券 家主　弥平次

69 表田舎間十五間半 裏巾弐間三尺 裏行十壱間半 同十壱間半 此坪数百五拾五坪弐
合五夕 沽券金六十七両弐分 小間ニ付五両券 家主 五郎左衛門

70 表田舎間五間三尺 裏巾弐間三尺 裏行十五間半 同十五間半 此坪数六十弐坪 沽券金拾六両弐分 小間ニ付三両券 地主　五郎左衛門
71 表田舎間拾六間 裏幅十壱間五尺 裏行六間三尺 同六間三尺 此坪数八十九坪 沽券金三十弐両 小間ニ付弐両券 与惣兵衛
72 表田舎間七間四尺 裏巾四間 裏行十壱間半 同十弐間 此坪数六十八坪 沽券金拾壱両壱分 小間ニ付壱両弐分券 家主　庄兵衛

73 表弐拾壱間壱尺 裏幅十五間四尺 裏行十四間 同十七間三尺 此坪数三百七拾九坪 沽券金弐百五拾弐両 小間ニ付拾弐両券 地主 五兵衛　※ 家守　
源兵衛

74 表田舎間十壱間 裏巾折廻し十五間半 裏行十弐間弐尺 同九間 此坪数六十八坪 沽券金三拾三両 小間ニ付三両券 長左衛門

75 表田舎間六間五寸 裏幅六間五尺 裏行十間弐尺 同拾間弐尺 此坪数六拾四坪 沽券金四拾八両 小間ニ付八両券 地主　吉右衛門 家守　
十右衛門

76 表田舎間九間四尺 裏幅十壱間 裏行九間弐尺 同八間 此坪数八拾七坪 沽券金七拾六両 小間ニ付八両券 作左衛門

77 表十壱間壱尺五寸 裏幅拾壱間三尺 裏行十間壱尺 同十間五尺 此坪数百十八坪 沽券金七拾七両 小間ニ付七両券 地主　市郎兵衛
　※

家守　
嘉兵衛

78 表田舎間五間三尺九寸 裏幅五間壱尺五寸 裏行十間五尺 同十壱間三尺五寸 此坪数五拾八坪 沽券金三拾八両弐分 小間ニ付七両券 家主　喜兵衛

79 表田舎間五間三尺九寸 裏幅五間三尺八寸 裏行十壱間三尺五寸 同十弐間 此坪数六十五坪 沽券金弐拾弐両 小間ニ付四両券 地主　半七　※ 家守　
喜兵衛

80 表田舎間十五間三尺 裏幅十弐間弐尺五
寸 裏行十弐間 同十弐間 此坪数百五拾三坪 沽券金弐拾六両 小間ニ付弐両券 地主　半七　※ 家守　

喜兵衛

81 表田舎間十壱間五尺八寸 裏巾十壱間壱尺五
寸 裏行十間三寸尺 同十壱間四尺三寸 此坪数百四拾五坪 沽券金五拾五両 小間ニ付五両券 地主 又右衛門 ※ 家守　

吉右衛門

82 表田舎間十六間弐尺五寸 裏巾十五間 裏行十三間 同十壱間三尺 此坪数百九拾坪 沽券金八拾両 小間ニ付五両券 地主 九右衛門 ※ 家守　
長兵衛

83 表田舎間五間 裏巾五間 裏行十弐間 同十壱間三尺 此坪数五拾八坪 沽券金廿五両 小間ニ付五両券 太右衛門

84 表田舎間十六間四尺 裏巾十六間 裏行十三間三尺 同十三間三尺五寸 此坪数百九拾八坪 沽券金八拾弐両弐分 小間ニ付五両券 地主　長四郎 ＊ 家守　
四郎右衛門

85 表田舎間五間三尺五寸 裏幅五間 裏行十三間三尺五寸 同十四間 此坪数七拾二坪 沽券金廿七両弐分 小間ニ付五両券 地主 九郎左衛門  ＊ 家守　
七兵衛

86 表田舎間十五間 裏巾拾八間 裏行十六間 同十弐間弐尺 此坪数三百廿三坪 沽券金百五両 小間ニ付七両券 地主 日向英俊 ＊ 家守　
吉左衛門

87 表田舎間（未記載） 裏巾十壱間五尺
裏行廿五弐間弐尺　
十歩入寄　長五間　
横弐間　

同二十二間弐尺 此坪数三百四拾八坪 沽券金六拾三両壱分 小間ニ付五両弐分
券 善右衛門 利兵衛

88 表田舎間十七間四尺 裏巾十四間三尺 裏行十三間 同十弐間壱尺 此坪数弐百五坪 沽券金八十七両弐分 小間ニ付五両券 地主 久兵衛　＊ 屋守　
喜助

89 表田舎間六間六尺五寸 裏幅八間 裏行九間 同十弐間 此坪数百四拾九坪 沽券金三拾両 小間ニ付五両券 地主　六郎兵衛 屋守　
五兵衛

90 表田舎間八間三尺 裏幅九間四尺 裏行十壱間三尺 同十壱間三尺 此坪数百四坪 沽券金廿五両弐分 小間ニ付三両券 十右衛門
91 表田舎間十壱間 裏幅七間三尺 裏行七間 同 此坪数六十七坪 沽券金廿弐両 小間ニ付弐両券 作左衛門

92 表田舎間七間弐尺五寸 裏巾十壱間三尺 裏行五間 同五間 此坪数三十六坪 沽券金拾五両 小間ニ付弐両券 地主 九右衛門 ※ 家守　
清兵衛

93 表田舎間十七間 裏幅十弐間 裏行六間 同拾間三尺 此坪数百五十九坪 沽券金三拾四両 小間ニ付弐両券 十右衛門

94 表田舎間弐間 裏幅五間 裏行十六間 同十九間 此坪数六拾壱坪弐合
五夕 沽券金拾両 小間ニ付五両券 作左衛門

95 表田舎間拾間 裏幅拾間三尺 裏行十八間 同十六間 此坪数百七拾四坪弐
合五夕 沽券金六拾両 小間ニ付六両券 地主　森右衛門 家守　

市兵衛

96 表田舎間十弐間四尺 裏幅十三間三尺 裏行十六間 同十六間弐尺 此坪数弐百壱坪八合 沽券金七拾五両 小間ニ付六両券 地主　ゑん 家守　
久次郎

97 表田舎間弐拾六間 裏幅拾四間五尺 裏行拾間 同十八間 此坪数弐百八十四坪 沽券金七拾八両 小間ニ付三両券 又兵衛

98 表田舎間十壱間六尺 裏幅拾壱間四尺 裏行弐間 同三間四尺 此坪数弐拾九坪 沽券金弐十八両三分 小間ニ付弐両弐分
券 六郎右衛門

99 表田舎間九間五尺 裏幅七間壱尺 裏行七間壱尺 同八間壱尺 此坪数六拾四坪 沽券金四拾七両弐分 小間ニ付五両券 地主　石尾玄啓 家守　
十兵衛

100 表田舎間九間五尺 裏幅八間 裏行三拾弐間壱尺 同三十二間壱尺 此坪数弐百七拾弐坪 沽券金四拾五両 小間ニ付五両券 又兵衛
101 表田舎間六間三尺 裏幅六間■尺 裏行十六間 同十六間 此坪数百坪 沽券金三十弐両弐［ 小間ニ付五両券 ［　　］衛門
102 表田舎間六間五尺 ■（裏）巾八間 裏行十八間 同断三尺 此坪数百三拾坪 沽券金三拾八両 小間ニ付五両券 地主弥右衛門
102’表間口九間弐尺 九間三尺 拾弐間弐尺 拾弐間弐尺 此坪数百拾六坪 沽券金弐拾両 小間ニ付弐両券 地主弥右衛門

103 表田舎間十壱間四尺五寸 裏巾四間四尺 裏行弐十弐間四尺 同弐十間弐尺 此坪数弐百九十壱坪 沽券金六十三両壱分 小間ニ付五両弐分
券 市郎兵衛　※ （家守）

又兵衛

1 麻布本村町　
＋印 ＋印迄（1～4　谷戸町か）

惣坪数三百三十五坪　惣間口三拾間五尺五寸　沽券金高
三百九拾四両

2 麻布本村町　
△印 △印迄（5～ 8　谷戸町）

惣坪数六百拾三坪　惣間口四拾六間弐尺五寸　沽券金高
三百五拾両

3 麻布本村町　
〇印 〇印迄（9～19　上ノ町）

惣坪数六百三拾五坪　惣間口六拾九間三寸　沽券金高
九百六拾四両

4 麻布本村町　
井印 井印迄（22 ～ 35　仲町）

惣坪数千七百四拾八坪　惣間口百七間弐尺三寸　沽券金高
千弐百三拾九両

5 麻布本村町　
印 印迄（36 ～ 54　仲町）

惣坪数千四百六拾三坪　惣間口惣間口（ママ）百弐拾間五間
五尺四寸　沽券金高千四百六拾壱両
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6 麻布本村町　
印分（55 ～ 57 御殿新道）

惣坪数四百七拾四坪　惣間口三拾弐間五尺　沽券金高弐
百三拾八両

7 麻布本村町　
印分（58 ～ 61 御殿新道）

惣坪数百八拾六坪　惣間口三拾五間　沽券金高七拾九両弐
分

8 麻布本村町　
▲印 ▲印迄（62～70 御殿新道）

惣坪数八百三拾七坪　惣間口六拾弐間弐尺　沽券金高
三百三拾六両

9 麻布本村町 印分（71・72 御
殿新道）

惣坪数百五拾七坪　惣間口弐拾三間四尺　沽券金高四拾三
両壱分

10 麻布本村町此　
印分（73 ～ 76）

惣坪数五百九拾八坪　惣間口四拾七間五尺五寸　沽券金高
四百九両

11 麻布本村町　 
印 印迄（77 ～ 80）

惣坪数三百九拾四坪　惣間口三拾間三尺三寸　沽券金
百三六拾三両弐歩

12
麻布本村町　　

印 印迄（81 ～ 85） 
印 印迄（86 ～ 90）

惣坪数五（六の誤りか）百六拾三坪　惣間口五拾四間五尺六
寸　沽券金弐百七拾両 
惣坪数千百弐拾九坪　惣間口五拾八間三尺五寸　沽券金高
三百拾壱両壱分

13 麻布本村町此　
印（91 ～ 94）

惣坪数三百五拾九坪弐合五夕　惣間口三拾七間弐尺五寸　
沽券金高八拾壱両

14 麻布本村町市兵衛・久次郎（95・
96）

惣坪数三百八拾六坪五夕　惣間口弐拾弐間四尺　沽券金高
百三拾五両

15 麻布本村町又兵衛・六郎右衛門
（97・98）

惣坪数三百拾三坪　惣間口三拾七間五尺　沽券金高百六両
三分

16 麻布本村町此∴印分（99 ～
103）

惣坪数九百七拾五坪　惣間口五拾六間五尺　沽券金高弐
百四拾両壱分

Ａ 永川社
Ｂ 別当　徳乗院
Ｃ 妙行寺
Ｄ 春桃院
Ｅ 天真寺
Ｆ 遍照寺
Ｇ 徳養寺
Ｈ 浄林寺
I 称念寺
Ｊ 東福寺
Ｋ 浄専寺
Ｌ 延命院
Ｍ 曹渓寺
Ｎ 龍潭寺
Ｏ 明称寺
Ｐ 龍穏寺
Ｑ 西福寺
Ｒ 円澤寺
① 山崎兵庫殿 69 下水幅五寸　公儀地

70 道幅弐間三尺　下水共

71 下水幅六間　公義地

72 道幅三間半　下水共

73 植村三蔵殿

34 此末御殿跡武士屋鋪
35 小出主水殿　門
36 小出主水殿
37 下水幅八尺（朱書）　公儀地
38 下水幅八尺　公儀地
39 畑
40 道幅四間壱尺　下水共ニ
41 下水幅六寸　公義地
42 松平陸奥守殿
43 道幅九尺
44 道幅八間半　下水共
45 下水幅六寸　公義地
46 高札
47 下水幅六寸　公義地
48 道幅四間　下水共
49 道幅壱間
50 下水幅七寸　公義地
51 道幅三間半
52 門　松平陸奥守殿
53 道幅壱間
54 道幅五尺
55 百姓地
56 道幅三間半
57 内藤銀市郎殿
58 道幅三間五尺　下水共
59 下水幅七寸　公義地
60 辻番
61 土屋左門殿
62 此末渋谷通リ
63 新堀
64 田嶋町

65 薬園橋　此橋卯 武士方組合御
普請

66 道幅四間
67 此末三田古川町通リ
68 道幅弐間三尺

② 善福寺門前
②’善福寺境内

②’’是 善福寺

③ 道幅四間壱尺　下水共
④ 下水幅壱尺　公義地
⑤ 下水幅壱尺　公義地
⑥ 稲荷社
⑦ 辻番
⑧ 道幅五間半　下水共
⑨ 松平陸奥守殿
⑩ 三枝伝左衛門殿
⑪ 下水幅壱尺　公義地
⑫ 道幅五間半
⑬ 是ヨリ善福寺
⑭ 火之見
⑮ 道幅五間　下水共
⑯ 下水幅壱尺　公義地
⑰ 下水幅壱尺　公義地
⑱ 道幅五間弐尺　下水共
⑲ 辻番
⑳ 下水幅壱尺　公義地
㉑ 道幅（ママ）
㉒ 此末三軒屋町通り
㉓ 南部修理太夫殿
㉔ 与力衆組屋鋪
㉕ 同心衆組屋敷
㉖ 道幅四間　下水共
㉗ 下水幅壱尺五寸　公義地
㉘ 下水幅六寸　公義地
㉙ 道幅三間
㉚ 自身番
㉛ 道幅三間　下水共
32 土橋　□所入用橋
33 道幅四間
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算
か
ら
漏
れ
て
い
る
。

ま
た
記
載
で
は
、
小
間
高
に
つ
い
て
「
小
間
ニ
付
拾
弐
両
券
」
と
い
っ
た
末
尾
に

「
券
」
を
付
け
た
表
記
と
し
て
い
る
。
金
額
の
後
に
文
言
が
記
さ
れ
る
も
の
は
、
大

伝
馬
町
一
・
二
丁
目
・
通
旅
籠
町
・
堀
留
町
一
・
二
丁
目
の
延
享
沽
券
図
の
「
間
口
一

間
ニ
付
百
両
間
」
し
か
み
ら
れ
な
い
。「
券
」
は
売
券
＝
沽
券
状
を
指
し
、
売
買
を

念
頭
に
お
い
た
記
載
だ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

で
は
、
小
間
高
を
検
討
し
た
い
。
本
図
は
、
全
一
〇
三
筆
を
、
一
六
の
グ
ル
ー
プ

に
分
割
し
て
表
記
し
て
い
る
。「
町
方
書
上
」
と
切
絵
図
の
里
俗
名
と
照
合
す
る
と
、

お
お
よ
そ
1
・
2
は
谷
戸
町
、
3
は
上
ノ
町
、
4
・
5
は
仲
町
（
新
町
・
東
西
横

町
）、
6
〜
9
は
「
西
之
方
ニ
而
地
高
之
所
」
で
か
つ
て
の
白
銀
御
殿
に
通
じ
て
い

た
御
殿
新
道
（
西
ノ
台
）、
10
〜
16
は
「
南
之
方
三
ケ
町
」（
南
町
・
仲
南
町
・
大

南
町

ほ
か
Ｍ
曹
渓
寺
の
名
僧
の
名
に
ち
な
ん
だ
総
称
と
し
て
「
絶
江
」）
に
対
応

す
る
と
思
わ
れ
る
。

各
屋
敷
の
小
間
高
は
、
最
低
が
金
一
両
二
分（
72
）、
最
高
が
一
六
両（
九
屋
敷
）と

同
じ
町
内
で
も
幅
が
あ
る
。
こ
の
小
間
高
を
価
格
別
に
集
計
し
た
の
が
、表
4
で
あ
る
。

ピ
ー
ク
が
五
両
、
一
一
両
、一
二
両
に
あ
る
た
め
、
便
宜
的
に
四
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
、

図
7
に
も
ラ
ン
ク
を
示
し
た
。
最
高
ラ
ン
ク
と
し
た
一
四
両
以
上
は
一
二
筆（
一
二

%
）で
、
3
上
ノ
町
に
集
中
し
、
ほ
か
上
ノ
町
に
近
い
4
仲
町
の
22
と
な
る
。
次
の

ラ
ン
ク
一
一
両
・
一
二
両
が
最
も
多
く
三
七
筆（
三
六
%
）で
、
谷
戸
町
の
1
、
仲
町

の
4
・
5
に
集
中
す
る
。
三
番
目
の
五
両
か
ら
一
〇
両
ま
で
は
三
六
筆（
三
五
%
）で
、

五
両
が
一
八
筆
を
占
め
る
。
分
布
は
谷
戸
町
の
東
2
、
御
殿
新
道
の
6
・
8
、
南
之

方
三
ケ
町
の
10
〜
12
、
14
・
16
と
な
る
。
四
番
目
の
四
両
以
下
一
八
筆（
一
七
%
）は
、

三
番
目
と
同
じ
く
、
御
殿
新
道
の
8
の
西
端
と
7
・
9
、
南
之
方
三
ケ
町
の
11
の
奧
、

13
、
15
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
間
高
の
評
価
額
は
、
仙
台
坂
に
面
し
た
上
ノ
町

3
、
次
い
で
同
じ
く
仙
台
坂
に
面
し
な
い
し
接
し
た
谷
戸
町
1
・
2
、
お
よ
び
新
道

に
面
す
る
仲
町
4
・
5
、
そ
し
て
、
も
っ
と
も
評
価
が
低
い
の
が
奴
坂
に
面
し
た
御

殿
新
道
7
〜
9
、薬
園
坂（
10
）な
ど
に
面
し
た
南
之
方
三
ケ
町
10
〜
16
、と
な
ろ
う
。

ランク 小間高（金） 屋敷数 屋敷番号（表３・図７と対応）

４両以下 壱両二分 1 72
（17%） 弐両 7 59，60，71，80，91～ 93，102’

弐両弐分 3 58，61，96
三両 4 62，74，90，95
四両 3 69，70，79

5 両～ 五両 18 7，63 ～ 68，81～ 85，88，89，94，97，98，100，102
（35%） 五両二分 2 87，101

六両 4 8，57，103
七両 4 19，77，78，86
八両 6 ６，18，55，56，75，76
十両 2 32，41

11両・12 両 十壱両 17 26 ～ 31，33 ～ 35，47～ 54
（36%） 拾弐両 20 1～ 5，23 ～ 25，36 ～ 39，40，42 ～ 46，73，99
14 両以上 拾四両 1 17

（12%） 拾五両 2 16，22
拾六両 9 9 ～15，20，21

表４　麻布本村町の小間高
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こ
の
う
ち
、
仲
町
は
、
寛
文
元（
一
六
六
一
）年
に
仙
台
藩
の
下
屋
敷（
42
）拝
領
で
「
奥

州
街
道
」
が
と
り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
新
た
に
作
ら
れ
た
道
に
展
開
し
、
そ

の
段
階
で
「
不
残
百
姓
商
売
家
」
と
な
っ
た
「
新
町
」
で
あ
っ
た
。
各
町
と
も
角
屋

敷
に
は
そ
れ
ほ
ど
小
間
高
の
差
は
見
ら
れ
ず
、
面
し
た
通
り
が
小
間
高
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
地
主
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
一
〇
三
筆
の
う
ち
、
家
守
を
お
い
て
い
る
屋

敷
は
四
二
筆
で
あ
り
、
全
体
の
約
四
割
に
あ
た
る
。
こ
の
う
ち
一
一
筆
一
一
人
は

他
に
町
内
に
屋
敷
を
所
持
し
て
い
な
い
者
（
表
3
＊
）、
ま
た
一
三
筆
は
押
印
が
な

い
た
め
同
名
別
人
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
六
人
の
者
が
複
数
所
持
し
て
家
守
を
伴
っ

て
い
る
（
※
）。
三
屋
敷
以
上
所
持
し
て
い
る
の
は
、
七
兵
衛
（
24
・
25
・
36
・
57
）

を
筆
頭
に
、
五
兵
衛
（
41
・
64
・
73
）、
又
右
衛
門
（
23
・
55
・
81
）
で
あ
る
。
こ
の

二
四
筆
一
七
人
は
「
地
主
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
居
所
は
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、

他
町
に
住
む
不
在
地
主
の
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
家
守
」が
置
か
れ
な
い
居
付
地
主
は「
家
持
」で
は
な
く
、「
家
主
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
例
外
は
、「
地
主
」
表
記
の
八
郎
兵
衛
（
15
）、源
兵
衛
（
32
）、

市
兵
衛
（
33
）、
市
郎
右
衛
門
（
48
）、
兵
右
衛
門
（
60
）、
五
郎
左
衛
門
（
70
）、
弥

右
衛
門
（
102
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
例
と
し
て
、「
町
方
書
上
」
で
「
草
創
人
」
と

さ
れ
る
四
人
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
押
印
が
な
い
た
め
特
定
は
不
可
能
だ
が
、

江
州
出
身
で
佐
々
木
氏
・
武
田
氏
に
仕
え
、
天
正
七
（
一
五
七
九
）
年
に
信
州
か
ら

本
町
に
移
住
し
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
作
左
衛
門
は
、
お
そ
ら
く
76
・
91
・
94
の
家

主
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
鎌
倉
日
出
川
福
泉
谷
の
出
身
で
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
に

麻
布
村
に
来
住
し
た
五
郎
左
衛
門
は
、
39
・
63
・
69
・
70
の
家
主
・
地
主
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
八
郎
兵
衛
は
4
・
15
・
21
・
31
の
家
主
・
4
の
地
主
、
市
郎
右
衛
門
は

48
の
家
主
と
考
え
ら
れ
る
。
本
図
で
は「
家
主
」の
居
所
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
家

守
」
が
お
か
れ
な
い
場
合
も
鑑
み
る
と
、
町
内
の
者
が
複
数
屋
敷
を
所
持
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。

4
「
駒
込
追
分
町
・
同
九
軒
屋
鋪
・
同
丸
山
新
町
・
同
片
町
沽
券
図
」（
図
9・
10・
表
5
）

本
図
は
、
従
来
情
報
が
な
か
っ
た
江
戸
西
北
部
の
も
の
で
あ
り
、
3
麻
布
本
村
町

と
同
様
に
場
末
の
状
況
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
貴
重
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
例
の

少
な
い
拝
領
町
屋
敷
を
含
ん
で
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
通
常
の
沽
券
図
か

ら
得
ら
れ
る
情
報
の
み
な
ら
ず
、
中
山
道
側
の
ほ
か
に
日
光
御
成
道
側
に
も
一
里
塚

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
は
じ
め
て
確
認
で
き
る
な
ど

）
31
（

、
地
域
史
研
究
の
史
料
と
し

て
も
有
効
で
あ
る
。

町
域
が
元
来
属
し
て
い
た
駒
込
村
は
、
江
戸
の
場
末
か
ら
近
郊
農
村
部
に
ま
た

が
っ
て
存
在
し
て
い
た

）
32
（

。
安
政
三（
一八
五
六
）年『
武
蔵
国
全
図
』、文
政
元（
一八一八
）

年
「
江
戸
朱
引
図
」
や
町
奉
行
所
出
場
限
に
よ
れ
ば
、
駒
込
村
の
南
部
の
半
分
か
ら

三
分
の
一
は
江
戸
府
内
に
含
ま
れ
て
い
る
。
駒
込
村
が
接
す
る
村
々
の
う
ち
、
南
半

分
に
隣
接
す
る
谷
中
村
・
小
石
川
村
に
も
一
部
に
黒
引
が
懸
か
っ
て
い
た
。
ま
た
、

「
小
荷
駄
馬
口
附
之
者
」
の
乗
り
入
れ
を
禁
じ
た
下
馬
杭
（
元
禄
一
一
〈
一
六
九
八
〉

年
制
定
「
江
戸
外
傍
示
杭
」）
が
、
当
村
の
目
赤
不
動
と
駒
込
竹
町
に
建
て
ら
れ
て

お
り
、
幕
府
が
こ
の
地
点
か
ら
建
物
の
密
集
化
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

）
33
（

。

前
稿

）
34
（

で
は
、
分
析
を
駒
込
追
分
町
に
留
め
た
た
め
、
本
稿
で
は
全
容
を
検
討
し
た

い
。
以
下
、
史
料
批
判
と
現
存
す
る
沽
券
図
の
作
成
・
伝
来
を
検
討
し
た
う
え
で

（
1
）、
町
ご
と
の
状
況
を
示
し
た
い
（
2
）。

（
1
）
史
料
批
判

本
史
料
は
、
縦
一
一
七
・
九
〇
㎝
、
横
五
〇
〇
・
〇
〇
㎝
の
彩
色
の
絵
図
で
、
現
状

で
は
四
一
・
〇
㎝
×
二
四
・
五
㎝
に
折
り
畳
ん
だ
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
（
カ
ラ
ー

図
版
⑫
・
図
9
写
真
）。

前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
存
す
る
延
享
沽
券
図
は
記
載
文
言
と
家
守
・
居
付

地
主
・
町
役
人
・
名
主
の
捺
印
よ
り
六
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
本
沽
券
図
の
文
言

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

駒
込
追
分
町
・
九
軒
屋
鋪
・
丸
山
新
町
之
儀
、
不
残
拝
領
屋
敷
ニ
而
沽
券
無
御



80

国立歴史民俗博物館研究報告
第 204集　2017年 2月



81

［江戸の沽券図について］……岩淵令治

図９　「駒込追分町・同九軒屋鋪・同丸山新町・同片町沽券図」（国立歴史民俗博物館蔵）
複数の分割撮影した画像を接合・編集して 1 枚の画像とした。

図10　「駒込追分町・同九軒屋鋪・同丸山新町・同片町沽券図」トレース図
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小間高 裏行（南） 裏行（北） 地主 地主名 地主印 家守 
地守

家守・地
守名

家守・地
守印 備考１ 備考

２

小間壱間ニ付金拾両 裏行同五間四尺 裏行表同断 地主 左次兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾両 表行南（カ）ニテ弐間四尺五寸 裏行北ニテ弐間五尺七寸 地主 左次兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾弐間 裏行北ニテ拾弐間三尺 地主 伝四郎 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾三間 裏行北ニテ拾弐間三尺 地主 長兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾三間 裏行北ニテ拾三間三尺 地主 久右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾三間三尺 裏行北ニテ同拾三間五

尺四寸
地主 善助 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾三間五尺四寸 裏行北ニテ拾四間弐尺
四寸

地主 庄兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾四間弐尺四寸 裏行北ニテ同拾五間五
尺四寸

地主 庄右衛門 家守 庄兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同拾三間五尺四寸 裏行北ニテ同拾六間三
尺

地主 旦教 家守 惣兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金三両 裏行同十六間三尺 裏行同断 地主御中間頭 矢舳正助 地守 左次兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主御小人 平野作十郎 地守 太右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 山本九平次 地守 七兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 荒井忠八郎 地守 清右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 田中斧右衛門 地守 市兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 備岡■吉 地守 善兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 岩平治右衛門 地守 九兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 石川太郎兵衛 地守 九平次 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 田中与十郎 地守 藤右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 伊内■（平）次郎 地守 次郎兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主 江原治右衛門 地守 安右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主御小人 山田八十八 地守 権兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 池田勝蔵 地守 六兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 小林勘五郎 地守 ■（㐂）兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 青柳吉五郎 地守 長兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 安原藤蔵 地守 清左衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 持田文次郎 地守 同人 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 山本友八郎 地守 同人 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主同小普請 菊地与七郎 地守 市郎兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 池田伝内 地守 喜兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 原惣次郎 地守 孫七 印（墨・丸）

凡例　a ～ r：町人地区画　／　B：武家地／　J：寺社地／　W：通り西側／　E：通り東側／　a：関連項目枝記号／　b：付箋下／
         t：付箋上／　x：敷地外付箋／　墨・丸印　○／　墨・角印　□／　墨・菱印　◇／　■：虫損・カスレにつき不読
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［江戸の沽券図について］……岩淵令治

区分 記号 記載 町屋敷
種別 間口ほか 裏幅 面積 沽券高

町域表示・
通り名ほか

S1 本郷通り森川宿

S2
駒込片町 惣間数田舎間五百九拾壱間七寸 

惣坪数六千四百三拾弐坪壱合 
沽券金合テ八千八百七拾三両三分

S3
駒込九軒屋敷 惣間数田舎間五拾六間五寸 

惣坪数九百四拾八坪七合 
沽券金合テ弐百七拾九両三分

S4 駒込片町
S5 駒込片町 道幅弐間五尺

S6

駒込追分ヶ町 惣間数田舎間弐百七間弐尺 
惣坪数六千七百七拾三坪弐合 

沽券金合テ七百五拾七両三分 
四拾五両三分

S7 駒込片町通り
S8 鱣縄手通り
S9 小石川通り

S10
丸山新町 惣間数田舎間八拾弐間弐尺弐寸 

惣坪数千七百八拾五坪三合 
沽券金合テ八百弐拾三両弐分

S11 小石川通り
S12 小石川通り
S13 谷中通り
S14 駒込片町　道幅弐間五尺

S15 王子通り駒込新道　
道幅壱間四尺

S16 巣鴨通り
駒込片町 駒込片町 道幅二間弐尺

a1 一里塚
a2 辻番所

駒込片町 道幅弐間五尺
b1 表田舎間七間三尺 坪数四拾弐坪五合 沽券金七拾五両
b2 表田舎間五間四尺五寸 坪数拾六坪弐合余 沽券金五拾七両弐分
b3 表同五間五寸 裏幅表同断 坪数六拾弐坪弐合余 沽券金五拾両三分余
b4 表同五間弐尺 裏幅表同断 坪数六拾九坪八合 沽券金五拾三両壱分
b5 表同五間壱尺 裏幅表同断 坪数六拾八坪四合余 沽券金五拾三両弐分余

b6 表同四間三尺 裏幅同三間三尺
七寸

坪数五拾五坪六合 沽券金四拾五両

b7 表同五間 裏幅表同断 坪数七拾坪七合余 沽券金五拾両

b8 表同拾五間 裏幅表同断 坪数弐百弐拾七坪弐合 沽券金百五拾両

b9 表同五間五尺 裏幅表同断 坪数九拾四坪五合 沽券金五拾八両壱分余

b10 表同四間壱尺 裏幅表同断 坪数六拾八坪七合余 沽券金五拾弐両弐分

b10x 明治二巳年七月中、駒込片町へ合併ニ
相成候

駒込追分ヶ
町

cW1 道幅四間 拝領地（朱筆）表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW2 道幅三間弐尺 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW3 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW4 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW5 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW6 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW7 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW8 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW9 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW10 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW11 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW12 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW13 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW14 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW15 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cW16 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cW17 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cW18 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cW19 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cW20 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分

表５　「駒込追分町・同九軒屋鋪・同丸山新町・同片町沽券図」（国立歴史民俗博物館蔵）記載一覧（記号は図 10 に対応）
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小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 相川与一兵衛 地守 理平次 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 福住武右衛門 地守 与兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金五両 裏行三十三間 裏行同断 地主御小人 内田四郎兵衛 地守 覚兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 西村権蔵 地守 仁兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 渡部清六 地守 長左衞門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 渡邊平内 地守 惣兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 鳥羽左次右衛門 地守 八兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 荒井平蔵 地守 権兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 相川九兵衛 地守 太郎兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 松田久四郎 地守 善左衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主御小人 長谷川勘兵衛 地守 九兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主小普請 松井五右衛門 地守 平兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 平間伝蔵 地守 与左衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付（金四両カ。
記載なし）

裏行同三拾三間 裏行同断 地主同 木村又六 地守 同人 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 田中惣助 地守 宇右衛門 印（墨・丸）
（小間壱間ニ付金四両） 裏行同三十三間 裏行同断 （地主御小人）（須藤忠蔵） （地守）（清右衛

門）
（印（墨・
丸））

[ 付箋 ] 沽
券金拾弐
両弐分　
小間壱間ニ
付金三両

cE14
ｔ

（小間壱間ニ付金四両） 裏行同三十三間 裏行同断 （地主小普請）（沢木平助） （地守）（兵右衛
門）

（印（墨・
丸））

[ 付箋 ] 沽
券金拾弐
両弐分　
小間壱間ニ
付金三両

cE15
ｔ

小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主御駕籠頭 北条左平次 地守 長右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 池田喜八郎 地守 与兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 宮崎善八 地守 同人 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 前田鉄次郎 地守 三左衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 小貫権左衛門 地守 安兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 広瀬弥五郎 地守 清兵衛
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 小沢忠蔵 地守 七兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 小貫清七 地守 勘兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三十三間 裏行同断 地主同 嶋田与五兵衛 地守 清兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金三両 裏行同三拾三間 裏行同断 地主御小人 北条弥助 地守 孫四郎 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金弐拾壱両弐
分

南裏行同九間壱尺 北裏行同九間五寸 地主 権三郎 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同九間五寸 地主 長右衛門 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同九間 地主 半助 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同拾五間三尺 裏行同断 地主 ■左衛門 家守 半兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同拾四間三尺 地主 左次兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金五両 裏行□□（西ニテ）拾五間

三尺
裏行東ニテ同拾六間 地主御小人 寺沢新三郎 地守 仁兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行西ニテ同拾九間四尺 □□（裏行）東□□（ニ
テ）同拾七間

地主御舂屋方 中根惣市郎 地守 源左衛門 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行同西ニテ弐拾壱間 裏行東ニテ同拾九間三
尺

地主御小人 洞助太夫　小
林勝之助

地守 善兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行西ニテ同弐拾弐間四尺 裏行東ニテ同弐拾壱間
壱尺

地主御小人 伊内甚左衛門 地守 半兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金□（五）両 裏行にしニテ弐拾四間 裏行東ニテ同弐拾弐間
四尺

地主御小人 西村次郎兵衛 地守 市郎右衛
門

印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行東側ニテ同三拾間弐尺 裏行西ニテ同弐拾六間
四尺

地主表御台所 山本惣兵衛 地守 金兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行東ニテ同弐拾六間四尺 裏行西ニテ同弐拾三間 地主御火之番 才戸治部右衛
門

地守 七兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行東ニテ同弐拾三間 裏行西ニテ同弐拾弐間
壱尺七寸

地主養仙院様
附

糸川弥右衛門 地守 平左衛門 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金五両 裏行東ニテ同弐拾弐間壱尺
七寸

裏行西ニテ同弐拾壱間
四尺

地主小普請 吉川源太郎 地守 次兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 源左衛門
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 寿天 家守 彦八
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 寿■ 家守 彦七
小間壱間ニ付金■五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 与兵衛
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 与五郎 家守 善右衛門
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 次郎右衛門
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同（拾壱間三尺ヵ） 裏行同断 地主 六右衛門
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行拾壱間三尺 裏行同断 地主 市助
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 次郎左衛門
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 吉兵衛 家守 仁兵衛
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 長兵衛 ■■ 市兵衛
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 権兵衛
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 七左衛門



85

［江戸の沽券図について］……岩淵令治

cW21 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cW22 同（朱筆） 表田舎間六間三尺 裏幅表同断 坪数弐百拾四坪五合 沽券金拾九両弐分
cE1 同（朱筆） 表田舎間六間弐尺 裏幅表同断 坪数弐百九坪 沽券金三拾両三分
cE2 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE3 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE4 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE5 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE6 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE7 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE8 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE9 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE10 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE11 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分

cE12 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分

cE13 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分

cE14

同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 （坪数百三拾七坪五合） （沽券金拾六両弐分）

cE15

同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 （坪数百三拾七坪五合） （沽券金拾六両弐分）

cE16 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE17 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾六両弐分
cE18 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE19 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE20 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE21 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE22 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE23 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE24 同（朱筆） 表田舎間四間壱尺 裏幅表同断 坪数百三拾七坪五合 沽券金拾弐両弐分
cE25 道幅四間 拝領地（朱筆）表田舎間七間 裏幅表同断 坪数弐百三拾壱坪 沽券金弐拾壱両

駒込片町 d1 道幅四間 一里塚

d2 表田舎間拾間四尺七寸 裏幅同拾間三尺 坪数八拾八坪 沽券金百八拾八両三分余

d3 表同五間 裏幅同断 坪数四拾五坪四合余 沽券金六拾両
d4 表同五間五尺 裏幅同断ｚ 坪数五拾弐坪五合 沽券金七拾両
d5 表田舎間拾間 裏幅表同断 坪数百五拾五坪 沽券金弐百両
d6 表同拾間 裏幅同断 坪数百四拾五坪 沽券金弐百両

駒込九軒屋
敷 eE1 （拝領地） 同（朱筆） 表同拾壱間五尺 - 坪数ハ百四拾九坪弐合余 沽券金五拾六両弐分

eE2 同（朱筆） 表同六間五尺 裏幅弐間四尺 坪数八拾七坪余 沽券金三拾四両

eE3 道幅四間 同（朱筆） 表同六間 裏幅四間 坪数百壱坪弐合余 沽券金三拾両

eE4 同（朱筆） 表同五間 裏幅同四間壱尺 坪数百坪四合余 沽券金弐拾五両

eE5 拝領地（朱筆）表同五間 裏幅同四間壱尺 坪数百六坪九合余 沽券金弐拾五両

eW6 拝領地（朱筆）表田舎間五（ｶ）間五尺 裏幅同三間壱尺 坪数百弐拾八坪弐合余 沽券金弐拾九両余

eW7 同（朱筆） 表同六間 裏幅同四間 坪数百弐拾四坪壱合余 沽券金三拾両

eW8 同（朱筆） 表同五間 裏幅四間弐尺 坪数百五坪五合余 沽券金弐拾五両

eW9 同（朱筆） 表同五間五寸 裏幅同四間三尺
五寸

坪数百六坪■合余 沽券金弐拾■■分余

駒込片町 f1 表田舎間六間 裏幅表同断 坪数六拾九坪 沽券金九拾両
f2 表同拾間三尺三寸 裏幅表同断 坪数百弐拾壱坪 沽券金百五拾八両壱分
f3 表同四間 裏幅表同断 坪数四拾六坪 沽券金六拾両
f4 表同四間 裏幅表同断 坪数四拾六坪 沽券金六拾両
f5 表同六間 裏幅表同断 坪数六拾九坪 沽券金九拾両
f6 表同六間四尺五寸 裏幅表同断 坪数七拾七坪六合余 沽券金百三拾五両
f7 表同拾五間四尺八寸 裏幅表同断 坪数百八拾壱坪七合 沽券三百拾六両
f8 表同六間 裏幅表同断 坪数六拾九坪 沽券金百弐拾両
g1 表田舎間五間五尺五寸 裏幅表同断 坪数六拾八坪余 沽券金百拾八両壱分余
g2 表同八間 裏幅表同断 坪数九拾弐坪 沽券金百弐拾両
g3 表同八間 裏幅表同断 坪数九拾弐坪 沽券金百弐拾
g4 表同七間弐尺 裏幅表同断 坪数八拾四坪三合余 沽券金百拾両
g5 表同六間壱尺四寸 裏幅表同断 坪数七拾壱坪六合余 沽券金九拾三両弐分
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小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 七右衛門

小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 喜左衛門
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 五兵衛 家守 孫兵衛
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 八左衛門 家守 長吉 同 吉左衛門
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 重郎左衛門
小間壱間ニ付金拾五両 裏行同拾壱間三尺 裏行同断 地主 勘右衛門 家守 弥兵衛
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 勘四郎 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 貞次郎 家守 善助 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 利兵衛 家守 善助 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 平七 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 八郎兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 平七 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 平七 家守 久右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 三右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 久兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 久兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾壱間五尺 裏行同断 地主 七兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾弐間 裏行同断 地主 伊右衛門 家守 宗右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾弐間 裏行同断 地主 半兵衛 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾弐間 裏行同断 地主 市郎右衛門 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾弐間 裏行同断 地主 忠右衛門 家守 五兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾弐間 裏行同断 地主 源七 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾八両 裏行同拾弐間 裏行同断 地主 左平太 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 平兵衛 印（墨・角）

小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 こん 家守 庄兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 伊右衛門 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 左兵衛 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 安兵衛 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 伊右衛門 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 市三郎 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 三左衛門 印（墨・角）

小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 平兵衛 印（墨・角）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 長兵衛 家守 九兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾弐両 裏行同七間 裏行同断 地主 次郎兵衛 家守 吉兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同七間 裏行同断 地主 伊右衛門 家守 甚兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金弐拾両 裏行同七間 裏行同断 地主 太兵衛 印（墨・角）
小間壱間ニ付金三拾両三分 裏行同七間 裏行同断 地主 弥兵衛 家守 清八 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾壱両 裏行同拾壱間 地主 権三郎 家守 伊兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾壱両 裏行同拾六間壱尺七寸 地主 与五右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾壱両 裏行同拾六間壱尺七寸 地主 喜兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾壱両 裏行同拾六間壱尺七寸 地主 長右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾壱両 裏行同拾六間壱尺七寸 地主 惣右衛門 印（墨・菱）
小間壱間ニ付金拾壱両 裏行同拾六間壱尺七寸 地主 れん 印（墨・丸）家守 長八 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金四両 裏行同南ニ三間 裏北壱間 地主 左五兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金四両 地主 六右衛門 家守 清左衛門 印（墨・丸）

裏行四間 裏行四間

小間壱間ニ付金八両 裏行同北ニテ壱間 裏行同南ニテ拾壱間三
尺

地主 七兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾八両弐分 裏行北ニテ拾間 裏行南ニテ同三間三尺 地主 喜右衛門 家守 半右衛門 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金拾八両弐分 裏行同拾三間 地主 長兵衛 印（墨・丸）
小間壱間ニ付金八両 裏行同拾間三尺 裏行同断 地主 喜平治 印（墨・丸）
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g6b 表同四間 裏幅表同断 坪数四拾六坪 沽券金六拾両

g6t

此地面之義は弐ヶ所ニ而拾間弐尺五寸有之、 
内弐間四尺五寸は名主八左衛門草創 
之地面ニ而先規 表之方江自身番屋 
有之候間尤古券ニは表間八間ニ而当時 
持主清七所持ニ御座候

g7 表同六間弐尺五寸 裏幅表同断 坪数七拾三坪八合 沽券金九拾六両三分
g8 表同拾壱間弐尺八寸 裏幅表同断 坪数百三拾壱坪八合余 沽券金百七拾弐両
g9 表同弐拾壱間三尺 裏幅表同断 坪数百四拾七坪弐合余 沽券金三百弐拾弐両弐分
g10 表同四間 裏幅表同断 坪数四拾六坪 沽券金六拾両
g11 表同五間弐尺弐寸 裏幅表同断 坪数六拾壱坪七合 沽券金八拾両弐分
h1 表田舎間六間 裏幅表同断 坪数七拾壱坪 沽券金百八両
h2 表同八間壱尺三寸 裏幅表同断 坪数九拾七坪弐合余 沽券金百四拾七両三合余り
h3 表同八間三寸 裏幅表同断 坪数九拾五坪弐合余 沽券金百四拾五両
h4 表同五間 裏幅表同断 坪数五拾九坪壱合余 沽券金九拾両
h5 表同六間四寸 裏幅表同断 坪数七拾壱坪七合余 沽券金百九両余
h6 表同拾壱間壱尺五寸 裏幅表同断 坪数百三拾弐坪九合 沽券金弐百弐両余
h7 表同八間弐尺五寸 裏幅表同断 坪数九拾九坪五合余 沽券金百五拾壱両弐分
h8 表同七間壱尺四寸 裏幅表同断 坪数八拾五坪五合余 沽券金百三拾両余
h9 表同拾七間壱尺三寸 裏幅表同断 坪数弐百三坪六合余 沽券金三百拾両
h10 表同六間壱尺六寸 裏幅表同断 坪数七拾四坪壱合余 沽券金百拾弐両三分余
h11 表同七間 裏幅表同断 坪数八拾弐坪八合 沽券金百弐拾六両
i1 表田舎間拾壱間弐尺六寸 裏幅表同断 坪数百三拾七坪弐合 沽券金弐百五両三分余
i2 表同四間壱尺五寸 裏幅表同断 坪数百五拾壱坪 沽券金七拾六両弐分
i3 表同七間六寸 裏幅表同断 坪数八拾五坪弐合 沽券金百弐拾七両三分余
i4 表同七間三寸 裏幅表同断 坪数八拾四坪六合 沽券金百弐拾六両三分余
i5 表同七間三尺弐寸 裏幅表同断 坪数九拾坪四合 沽券金百三拾五両弐分余
i6 表同七間 裏幅表同断 坪数八拾四坪 沽券金百弐拾六両

i7 表同ハ間五尺三寸 裏幅弐間・裏幅
六間五尺三寸

坪数七拾弐坪壱間余 沽券金百六両弐分余

i8 表同八間四尺 裏幅表同断 坪数六拾坪六合余 沽券金百四両
j1 道幅四間 表田舎間九間三尺六寸 裏幅表同断 坪数六拾七坪弐合 沽券金百拾五両余
j2 表同六間九寸 裏幅表同断 坪数四拾三坪余 沽券金七拾三両三分余
j3 表同六間壱尺七寸 裏幅表同断 坪数四拾四坪 沽券金七拾五両壱分余
j4 表同四間四尺弐寸 裏幅表同断 坪数三拾弐坪九合 沽券金五拾六両壱分
k1 表同六間壱尺九寸 裏幅表同断 坪数四拾四坪弐合 沽券金七拾五両三分余

k2 表同拾弐間壱尺七寸 裏幅表同断 坪数八拾六坪 沽券金百四拾■（七）両■
分余

k3 表同四間壱尺四寸 裏幅表同断 坪数弐拾九坪六合余 沽券金五拾両三分余
k4 道幅四間 表同拾壱間壱尺七寸 裏幅表同断 坪数七拾九坪 沽券金百三拾両壱分余
k5 表同拾間 裏幅表同断 坪数七拾坪 沽券金百弐拾両
k6 表同八間五尺八寸 裏幅表同断 坪数六拾弐坪余 沽券金百七拾七両壱分余
k7 表同六間弐尺七寸 裏幅表同断 坪数四拾五坪壱合余 沽券金百弐拾両
k8 表同九間四尺五寸 裏幅表同断 坪数六拾八坪弐合余 沽券金三百両
m1 表田舎間拾四間弐尺 裏行同六間 坪数百拾壱坪八合 沽券金百五拾七両弐分余
m2 表同壱間弐尺 裏幅表同断 坪数五拾四坪弐合余 沽券金三拾六両弐分余
m3 表同壱間弐尺 裏幅表同断 坪数五拾四坪弐合余 沽券金三拾六両弐分余
m4 道幅三間 表同三間 裏幅表同断 坪数四拾八坪八合余 沽券金三拾三両
m5 同三間四尺五寸 裏幅表同断 坪数六拾壱坪八合余 沽券金四拾壱両分
m6 表同拾三間弐尺 裏幅表同断 坪数弐百拾七坪余 沽券金百四拾六両弐分余

（浅嘉町） m7 浅嘉町
駒込片町 m8 表田舎間四間弐尺 坪数九坪 沽券金拾七両

m9b
表同八間 
内表五間半ニ裏行三間半 
表弐間半ニ裏行八間壱尺八寸

坪数合四拾坪 沽券金三拾弐両

m9t1

表田舎間拾間 此坪四百坪 
安政四巳年 
壬五月十六日 
屋敷御改 
諏訪庄右衛門様御懸り 
西尾寛一郎様 
於御役所

m9t2
潮泉寺 
成厳

御帳戴御聞済被仰付候 
尤代替并普請等之節 
御届可致と被仰渡候事

m10 表拾四間 坪数八拾七坪五合 沽券金百拾弐両

（浅嘉町） m11 浅嘉町
駒込片町 p1 道幅三間三尺 表田舎間拾八間五尺六寸 裏幅同弐拾弐間 坪数弐百三坪五合余 沽券金三百五拾両壱分余

p2 表同四間 裏幅同七間 坪数七拾壱坪五合 沽券金七拾四両
p3 表田舎間六間七寸 坪数百拾三坪 沽券金四拾八両三分余
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小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ田舎間弐拾壱間
三尺

裏行北同断 地主御掃除之
者頭

堀越九右衛門 地守 九兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同弐拾壱間四尺 裏行北同断 地主御奥陸尺 梅田喜八郎 地守 小兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同弐拾壱間 裏行北同断 地主御坊主衆 櫛田林蔵 地守 清左衛門 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同弐拾壱間四尺
五寸

裏行北同断 地主御留守居
同心

平野杢之助 地守 七郎兵衛 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同弐拾壱間三尺 裏行北同断 地主御坊主衆 渡部喜永 地守 庄次郎 印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ同弐拾壱間四尺
五寸

裏行北同断 箕浦寿玄上り
屋敷

地守 
同 
同

小右衛門 
五兵衛 
左平次

印（墨・丸） 
印（墨・丸） 
印（墨・丸）

小間壱間ニ付金拾両 裏行南ニテ弐拾壱間五尺 裏行北同断 地主小普請 岡万之丞 地守 与兵衛 印（墨・丸）
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丸山新町 q1 道幅三間三尺 拝領地（朱筆）表田舎間七間三尺 裏幅表同断 坪数百六拾壱坪弐合余 沽券金七拾五両

q2 同（朱筆） 表同五間弐尺五寸 裏幅表同断 坪数百六拾壱坪弐合余 沽券金七拾五両

q3 同（朱筆） 表同五間三尺五寸 裏幅表同断 坪数百拾坪弐合 沽券金五拾弐両弐分

q4 同（朱筆） 表同四間三尺三寸 裏幅表同断 坪数九拾八坪九合余 沽券金四拾五両弐分

q5 同（朱筆） 表同四間四尺 裏幅表同断 坪数百坪三合 沽券金四拾六両弐分余

q6
表同弐拾六間四尺五寸 裏幅表同断 坪数五百八拾坪余 沽券金弐百六拾七両弐分

q7 拝領地（朱筆）表同弐拾六間四尺五寸 裏幅表同断 坪数六百拾九坪六合余 沽券金弐百八拾三両三分
余

（白山前町） r1 白山前町
r2 白山前町

（御数寄屋町） r3 御数寄屋町
武家地 B1 松平加賀守様 寺社地・門前

町屋
J1 大恩寺

B2 森川金右衛門 J2 願行寺
B3 水戸様 J3 浩妙寺
B4 小笠原信濃守様御下屋敷 J4 少林寺
B5 進喜太郎様御組屋敷 J5 浄泉寺
B6 玉井平十郎 J6 法林寺
B7 嶋田八十之助 J7 長元寺

B8 御書院本多播磨守様御組
屋敷

J8 大林寺

B9 伊藤若狭守様御下屋鋪 J9 専西寺
B10 太田備仲（中）守様御下屋敷 J10 十方寺
B11 嶋田左衛門 J11 麟祥院領町屋
B12 武井万之助 J12 麟祥院領三ツ家町
B13 平岡□（与ヵ）右衛門 J13 正行寺

B14 御先手山高八左衛門様御
組屋鋪

J14 正行寺門前町家

B15 御書院本多播磨守様御組
屋敷

J15 大圓寺

B16 御先手石丸藤蔵様御組屋
鋪

J16 大圓寺

B17 阿部伊勢守様御下屋鋪 J17 裏門地借り添建家
B18 堀三左衛門様御組御徒衆 J18 麟祥院領町家
B19 橋本大炊頭様御組御徒衆 J19 大圓寺門前町家
B20 阿部伊勢守様御下屋鋪 J20 潮泉寺
B21 小池源七郎 J21 正念寺
B22 高橋清次郎 J22 徳性寺
B23 片岡権兵衛 J23 浄心寺
B24 早川七十郎 J24 浄心寺門前町家
B25 館（カ）九八郎 J25 常検寺
B26 山田源内 J26 龍光寺
B27 権田又四郎
B28 武士方入込

B29 御先手大嶋織部様御組屋
鋪

B30 入口

B31 御先手鈴木作太夫御組屋
敷

B32 御持掘因幡守様御組屋敷
B33 星野長兵衛
B34 福嶋喜右衛門
B35 白須辰次郎
B36 鈴木治右衛門
B37 植林釆女
B38 米田数馬
B39 柴田金右衛門
B40 武士方入込
B41 土井大炊守様御下屋敷
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座
候
ニ
付
、
隣
町
沽
券
積
り
を
以
相
考
書
上
申
候
、
其
外
絵
図
面
町
人
所
持
屋

敷
沽
券
之
儀

者
、
凡
当
時
町
並
之
売
買
之
積
り
を
以
平
均
書
上
申
候
、
銘
々
地

主
共
所
持
仕
候
沽
券
證
文
之
金
高
慶
長
金
・
元
禄
金
・
乾
金
・
享
保
文
字
金
入

交
り
有
之
、時
々
売
主
買
主
相
対
ニ
而
高
下
御
座
候
、絵
図
面
之
金
高
ニ

者
少
々

相
違
御
座
候

　
　

延（
後
筆
）享

元
年

　
　
　
　

子
三
月

駒
込
追
分
町

月
行
事　

平
兵
衛　

 

㊞  

同
九
軒
屋
敷

同　
　
　

仁
兵
衛　

 

㊞

同
丸
山
新
町

同　
　
　

与
兵
衛　

 

㊞

同
片
町

月
行
事　

長
兵
衛　

 

㊞

同　
　
　

宇
右
衛
門 

㊞

同　
　
　

八
郎
兵
衛 

㊞

同　
　
　

惣
右
衛
門 

㊞

名　

主　
　

八
左
衞
門

こ
の
文
言
は
、
幕
府
が
指
示
し
た
拝
領
町
屋
が
あ
る
町
の
場
合
の
文
言
と
ほ
ぼ
同
文

で
あ
る
。
町
役
人
の
連
印
は
揃
っ
て
い
る
が
、
名
主
の
捺
印
は
な
い
。
家
守
・
地
守
・

居
付
地
主
の
印
鑑
に
つ
い
て
は
、
追
分
町
の
ｃ
Ｅ
21
（
地
主
広
瀬
弥
五
郎
）
の
地
守

清
兵
衛
の
み
欠
い
て
い
る
。
ま
た
、
本
図
の
記
載
対
象
の
駒
込
追
分
町
・
駒
込
九
軒

屋
鋪
・
丸
山
新
町
・
駒
込
片
町
は
、
名
主
山
下
八
左
衛
門
の
当
時
の
支
配
町
に
該
当

す
る

）
35
（

。
ｃ
Ｅ
21
が
無
印
で
あ
る
理
由
は
不
明
だ
が
、
ｃ
Ｅ
21
の
地
主
な
い
し
家
守
の
所
蔵

と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
本
沽
券
図
は
、
延
享
元
年
に
正
本
と
同
時
に
作
成

さ
れ
た
町
名
主
（
山
下
）
八
左
衛
門
の
控
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
現
所
蔵
館
が

二
〇
〇
三
年
に
古
書
店
よ
り
購
入
す
る
以
前
の
伝
存
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

が
、旧
蔵
者
の
ラ
ベ
ル
で「
山
下
あ
い
」の
記
載
が
あ
り
、「
明
治
二
巳
年
七
月
中
」（
表

5
ｂ
10
ｘ
）
の
張
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
町
名
主
の
家
で
維
新
後

も
機
能
し
て
い
た
史
料
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

図
10・
表
5
に
は
、ト
レ
ー
ス
図
と
記
載
を
示
し
た
。以
下
、四
町
に
つ
い
て
、地
割
、

地
主
、
家
守
・
地
守
、
地
価
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

（
2
）―
１
駒
込
片
町
（
ｂ
1
〜
10
／
d
２
〜
６
／
ｆ
１
〜
８
、ｇ
１
〜
11
、
h
1
〜
11
、
ｉ
１
〜
８
、

ｊ
１
〜
４
、
ｋ
１
〜
８
、
ｍ
１
〜
６
、
ｍ
８
〜
10
、
ｐ
１
〜
３
）

駒
込
村
内
で
起
立
し
た
町
と
し
て
は
、
最
大
の
町
で
、
四
町
の
う
ち
、
唯
一
売
買

が
許
さ
れ
る
通
常
の
町
で
あ
る
。
幕
末
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』
に
よ
れ
ば
、
炭
薪

仲
買
八
人
、
舂
米
屋
九
人
、
地
廻
り
米
穀
問
屋
・
脇
店
八
ヶ
所
組
米
屋
各
三
人
、
三

組
両
替
屋
一
人
、
両
替
屋
五
人
、
紺
屋
二
人
、
地
掛
蝋
燭
屋
一
人
、
人
宿
二
人
、
豆

腐
屋
触
次
世
話
人
一
人
が
、
ま
た
『
八
品
商
名
前
帳
』
に
よ
れ
ば
八
品
商
が
の
べ

一
一
九
人
居
住
し
、
う
ち
二
〇
人
が
家
持
で
あ
っ
た
。
と
く
に
職
種
に
特
徴
は
な
い

が
、
下
り
物
問
屋
が
存
在
し
て
い
な
い
点
で
、
場
末
の
町
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。

駒
込
片
町
は
そ
の
名
の
通
り
片
側
町
で「
惣
間
数
田
舎
間
五
百
九
拾
壱
間
七
寸
、

惣
坪
数
六
千
四
百
三
拾
弐
坪
壱
合
、沽
券
金
合
テ
八
千
八
百
七
拾
三
両
三
分
」で

あ
る
が
、
ｂ
は
日
光
御
成
道（
Ｓ
1「
本
郷
通
り
」）の
北
に
並
行
す
る
道
Ｓ
5
に
、

ｄ
〜
ｋ
・ｐ
は
中
山
道（
Ｓ
2‒

Ｓ
10
）沿
い
に
、
ｍ
1
〜
6
は
Ｓ
13
小
石
川
通
り
沿

い
に
、
ｍ
8
〜
10
は
中
山
道
と
小
石
川
通
り
の
交
差
か
ら
北
東
に
延
び
る
Ｓ
15
「
王

子
通
り　

駒
込
新
道
」
道
沿
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
散
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
町
の
起

立
に
よ
る
も
の
で
あ
る

）
36
（

。
片
町
の
住
民
八
〇
人
は
、
従
来
は
百
姓
と
し
て
駒
込
村
に

居
住
し
て
い
た
が
、
慶
長
年
中
か
ら
寛
永
年
中
に
田
畑
が
御
用
地
・
大
名
屋
敷
・
武
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家
屋
敷
・
寺
領
・
寺
院
の
境
内
と
し
て
召
し
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
生
業
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
、「
奥
州
海
道
」
と
中
山
道
の
両
口
で
「
御
早
符
元
」
と
な
り
、「
慶

長
年
中
奥
州
御
陣
」
の
際
に
江
戸
城
ま
で
度
々
「
御
状
早
符
使
」
を
勤
め
た
由
緒
を

申
立
て
て
寛
永
年
中
に
駒
込
片
町
の
地
を
確
保
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
天
和
大
火
後

に
は
ふ
た
た
び
幕
臣
の
屋
敷
や
大
縄
拝
領
地
の
候
補
地
と
な
っ
た
が
、
同
様
に
「
御

早
符
」
と
賄
役
の
負
担
を
根
拠
に
土
地
を
と
り
戻
し
た
と
し
て
い
る
。
寛
永
年
中
の

段
階
で
八
〇
人
の
百
姓
が
「
及
鍋

（
渇
カ
）命

」
ほ
ど
土
地
の
収
公
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か

確
認
で
き
な
い
が
、
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
寺
社
地
・
武
家
地
・
幕
府
施
設
の
成
立

過
程
か
ら

）
37
（

、
少
な
く
と
も
天
和
二
（
一
六
八
三
）
年
の
大
火
後
ま
で
に
行
わ
れ
た
土

地
の
移
動
が
百
姓
か
ら
土
地
を
奪
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
一
部
は
、
生
業

を
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

）
38
（

。
根
津
権
現
の
氏
子
町
で
は
片
町
に
は
下

組
・
中
組
・
上
組
・
竹
町
組
が
存
在
し
た
が
、
最
北
端
の
「
竹
町
横
町
」
は
天
和
大

火
後
に
は
成
立
し
て
い
る

）
39
（

。
こ
う
し
て
街
道
沿
い
の
う
ち
武
家
拝
領
地
と
寺
社
以
外

の
空
間
に
集
住
が
進
ん
だ
結
果
、
散
在
し
た
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
ず
、
ｂ
の
一
〇
筆
は
、
若
干
の
歪
み
が
あ
る
も
の
の
、
ｂ
1
・
ｂ
2
を
除
き
、

ほ
ぼ
同
じ
奥
行
の
矩
形
で
あ
る
。
小
間
高
に
つ
い
て
は
、
ｂ
10
が
三
両
で
、
他
は
す

べ
て
一
〇
両
で
あ
る
。
ｂ
10
の
み
安
価
な
の
は
、
旗
本
屋
敷
（
Ｂ
6
）
と
門
前
町
屋

の
な
い
寺
（
Ｊ
2
）
に
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
御
家
人
の
拝

領
町
屋
敷
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
（「
拝
領
地
」）。
拝
領
町
屋
敷
は
通
常
の
町
屋
敷

よ
り
も
安
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
反
面
、
ｂ
2
は
角
屋
敷
で

あ
る
が
、
価
格
へ
の
反
映
は
み
ら
れ
な
い
。
一
〇
筆
の
う
ち
家
守
が
お
か
れ
て
い
る

屋
敷
も
三
筆
に
す
ぎ
ず
、
七
筆
が
居
付
地
主
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裏
通
り
の
片
側
町

で
土
地
利
用
が
低
調
だ
っ
た
た
め
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、ｂ
10
の
み
が「
地

守
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
の
他
町
も
い
ず
れ
も
「
地
守
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
拝
領
町
屋
敷
の
場
合
は
「
地
守
」
で
あ
っ
た
。

次
に
ｄ
の
五
筆
は
、
い
ず
れ
も
不
整
形
で
、
小
間
高
は
角
屋
敷
の
ｄ
2
が
一
二
両

五
分
、
日
光
御
成
道
に
面
し
た
ｄ
3
・
4
が
一
二
両
、
中
山
道
に
面
し
た
ｄ
5
・
6

が
二
〇
両
で
あ
る
。
ま
た
、
ｄ
5
は
家
守
を
お
い
て
い
る
。
日
光
御
成
道
（「
本
郷

通
り
」）
よ
り
も
中
山
道
に
面
し
た
屋
敷
の
方
が
小
間
高
が
高
く
、
ま
た
不
在
化
が

進
ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

f
よ
り
k
は
中
山
道
に
面
し
た
矩
形
の
屋
敷
で
あ
る
が
、
小
間
高
に
微
細
な
差
が

見
ら
れ
る
。

ｆ
1
〜
5
の
五
筆
と
ｇ
2
〜
11
の
一
〇
筆
は
一
五
両
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ｆ
6

〜
ｆ
8
・
ｇ
1
の
四
筆
は
二
〇
両
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
一
九
筆
の
う
ち
、
地
守
・
家
守
が
お
か
れ
る
の
は
八
筆
で
あ
る
。
ｇ
9
は
間
口

が
広
く
、
家
守
が
二
名
お
か
れ
る
。
な
お
、ｇ
6
に
つ
い
て
は
、
付
箋
が
付
け
ら
れ
、

「
此
地
面
之
義
は
弐
ヶ
所
ニ
而
拾
間
弐
尺
五
寸
有
之
、
内
弐
間
四
尺
五
寸
は
名
主
八

左
衛
門
草
創
之
地
面
ニ
而
、
先
規

表
之
方

江
自
身
番
屋
有
之
候
而
、
尤
古
券
ニ
は

表
間
八
間
ニ
而
当
時
持
主
清
七
所
持
ニ
御
座
候
」
と
あ
り
、
ｇ
6
・
ｇ
7
の
屋
敷
に

つ
い
て
、
名
主
八
左
衛
門
の
草
創
の
地
面
二
間
四
尺
五
寸
と
清
七
の
地
面
八
間
か
ら

地
割
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ｈ
1
〜
11
の
一
一
筆
は
矩
形
で
す
べ
て
小
間
高
が
一
八
両
、
三
筆
が
家
守
を
お
い

て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
平
七
が
ｈ
4
・
6
・
7
の
三
筆
、
久
兵
衛
が
ｈ
9
・

10
の
二
筆
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
隣
接
し
た
屋
敷
は
、
実
際
に

は
一
体
化
し
た
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ｉ
1
〜
8
の
八
筆
は
、
ｉ
1
〜
6
が
小
間
高
一
八
両
、
ｉ
7・
8
が
一
二
両
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
二
屋
敷
の
奥
行
が
短
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
家
守
を
お
い
て
い
る
の

は
二
筆
で
あ
る
。

j
・
k
の
一
二
筆
の
う
ち
、
ｊ
1
〜
4
と
ｋ
1
〜
5
は
小
間
高
一
二
両
、
ｋ
6
・

7
は
二
〇
両
、
ｋ
8
は
三
〇
両
三
分
で
、
本
沽
券
図
の
中
で
最
も
高
い
価
格
と
な
っ

て
い
る
。
Ｓ
12
と
交
差
す
る
角
屋
敷
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
家
守
を
お
く
屋
敷
は

四
筆
で
あ
る
。

ｍ
・
p
の
一
三
筆
（
ｍ
1
〜
10
と
ｐ
1
〜
3
）
に
つ
い
て
は
、
家
守
を
お
く
屋
敷
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は
四
屋
敷
で
あ
る
。
Ｓ
13
に
面
す
る
ｍ
1
〜
6
は
一
一
両
、
Ｓ
15
に
面
す
る
ｍ
8
〜

9
は
四
両
、
ｍ
10
と
ｐ
3
は
八
両
、
中
山
道
に
面
す
る
ｐ
1
・
2
は
一
八
両
二
分
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
駒
込
片
町
の
町
屋
敷
は
散
在
し
、
場
所
に
よ
っ
て
小
間
高
四
両
か

ら
三
〇
両
と
大
き
な
差
が
見
ら
れ
た
。
格
差
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
面

し
た
道
路
で
あ
る
。
一
五
両
以
上
の
屋
敷
は
い
ず
れ
も
中
山
道
沿
い
で
あ
り
、
こ
れ

に
つ
い
で
Ｓ
13
小
石
川
通
り
、
日
光
御
成
道
と
な
り
、
Ｓ
15
と
日
光
御
成
道
に
並
行

し
た
北
の
道
（
Ｓ
5
）
は
評
価
が
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
日
光
御
成
道
は
奥

州
道
（
日
光
道
中
）
附
属
の
幕
府
の
公
道
で
あ
る
が
、
中
山
道
よ
り
も
交
通
量
が
少

な
か
っ
た
こ
と
が
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
麻
布
本
村
町
と
同
様
に
、

角
屋
敷
の
価
格
が
特
に
高
く
な
っ
て
い
な
い
点
も
注
目
さ
れ
る
。
不
在
地
主
の
少
な

さ
も
含
め
、
当
該
地
域
は
土
地
の
売
買
が
低
調
で
、
地
価
も
低
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

本
沽
券
図
に
記
載
さ
れ
た
残
る
三
町
は
、
い
ず
れ
も
売
買
が
で
き
な
い
拝
領
町
屋

敷
で
あ
る
。
さ
き
の
本
沽
券
図
の
文
言
に
み
る
よ
う
に
、拝
領
町
屋
敷
の
沽
券
高
は
、

近
隣
の
町
屋
敷
を
参
考
に
設
定
さ
れ
る
た
め
（「
隣
町
沽
券
積
り
を
以
相
考
書
上
申

候
」）、
こ
の
片
町
が
一
つ
の
基
準
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）―
２
駒
込
追
分
町
（
ｃ
E
１
〜
25
、ｃ
W
１
〜
22
）

追
分
町
は
日
光
御
成
道
の
両
側
に
展
開
し
た
町
で
、
幕
末
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』

に
よ
れ
ば
、
炭
薪
仲
買
三
人
、
舂
米
屋
三
人
、
脇
店
八
ヶ
所
組
米
屋
一
人
、、
両
替

屋
一
人
、
紺
屋
一
人
、
地
廻
り
酒
問
屋
一
人
、
地
掛
蝋
燭
屋
一
人
が
、
ま
た
『
八
品

商
名
前
帳
』
に
よ
れ
ば
八
品
商
が
の
べ
二
五
人
居
住
し
て
い
た
。
地
廻
り
酒
問
屋
・

地
掛
蝋
燭
屋
は
小
売
・
仲
買
か
ら
成
長
し
た
大
店
高
崎
屋
長
右
衛
門

）
40
（

で
あ
る
が
、
基

本
的
に
は
駒
込
片
町
と
同
様
、
下
り
物
問
屋
の
み
ら
れ
な
い
、
場
末
の
町
の
あ
り
よ

う
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

町
は
、
東
側
二
五
筆
、
西
側
二
二
筆
か
ら
な
る
。
朱
筆
で
「
拝
領
地
」
と
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
拝
領
町
屋
敷
で
あ
り
、
地
主
は
い
ず
れ
も
御
家
人
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
町
方
書
上
」・「
御
府
内
備
考
」
に
よ
れ
ば
町
の
成
立
時
の
拝
領
者
は
小

人
四
八
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
筆
数
は
一
筆
少
な
い
た
め
、
合
筆
が
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
標
準
と
思
わ
れ
る
一
三
七
坪
五
合
の
倍
数
の
屋
敷
は
存
在
せ

ず
、
東
側
北
隅
（
ｃ
Ｗ
22
）、
西
側
南
隅
（
ｃ
Ｅ
1
）・
北
隅
（
ｃ
Ｅ
25
）
の
面
積
が

大
き
い
も
の
の
、
確
定
は
で
き
な
い
。
な
お
、
隅
の
屋
敷
は
ｃ
Ｅ
1
以
外
は
角
屋
敷

で
は
な
い
た
め
商
売
上
有
利
に
は
な
ら
な
い
が
、
敷
地
が
広
い
た
め
、
頭
ク
ラ
ス
に

割
渡
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
地
主
に
つ
い
て
は
、「
町
方
書
上
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
成
立
当
初
は
す
べ

て
小
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
沽
券
図
の
時
点
で
は
変
化
が
生
じ
て
い
る
。「
拝
領
地
」

の
「
同
」
の
記
載
の
向
き
か
ら
、
東
側
は
北
か
ら
、
西
側
は
南
か
ら
の
順
と
な
り
、

こ
れ
に
従
え
ば
、
西
側
ｃ
Ｗ
18
〜
22
の
五
筆
は
小
普
請
、
東
側
ｃ
Ｅ
16
は
駕
籠
頭
、

ｃ
Ｅ
10
・
15
は
小
普
請
と
な
る
。
計
四
七
筆
の
う
ち
八
筆
に
す
ぎ
な
い
が
、
拝
領
者

の
変
化
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

町
屋
敷
の
管
理
、
お
よ
び
地
主
に
代
行
し
て
町
役
を
務
め
る
家
守
は
、「
地
守
」

と
表
記
さ
れ
、
す
べ
て
の
屋
敷
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
拝
領
町
屋
敷
は
地
主
が
御
家

人
で
あ
る
た
め
売
買
が
行
え
な
か
っ
た
が
、
連
続
す
る
屋
敷
を
一
人
の
家
守
が
兼

ね
て
い
る
例
が
三
例
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
（
ｃ
Ｗ
15
〜
17
清
右
衛
門
、
ｃ
Ｅ

12
・
13
宇
右
衛
門
、
ｃ
Ｅ
18
・
19
三
左
衛
門

こ
の
ほ
か
名
前
が
一
致
す
る
者
が
あ

る
が
、
印
文
よ
り
別
人
で
あ
る
）、
お
そ
ら
く
地
守
の
権
利
が
売
買
さ
れ
、
こ
の
よ

う
に
地
守
自
身
が
屋
敷
を
併
合
し
て
利
用
し
て
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

設
定
さ
れ
た
小
間
高
に
つ
い
て
は
、
西
側
で
は
ｃ
Ｗ
1
〜
15
が
金
四
両
、
ｃ
Ｗ
16

〜
22
が
三
両
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
東
側
も
ｃ
Ｅ
2
〜
17
が
金
四
両
、
ｃ
Ｅ
18
〜
25

が
三
両
、
角
屋
敷
で
あ
る
ｃ
Ｅ
1
の
み
が
五
両
と
な
っ
て
い
る
。
お
お
よ
そ
江
戸
か

ら
三
分
の
二
ほ
ど
入
っ
た
と
こ
ろ
の
町
屋
敷
か
ら
評
価
額
が
下
が
っ
て
お
り
、
追
分

町
の
場
合
は
、
江
戸
に
近
い
ほ
ど
、
地
価
が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
、
当
該
地
域
中
で
も
、
当
町
は
低
額
で
あ
る
。
当
町
が
同
じ
拝
領
町
屋
敷
で
あ
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［江戸の沽券図について］……岩淵令治

る
丸
山
新
町
・
九
軒
屋
敷
よ
り
も
低
額
だ
っ
た
理
由
と
し
て
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
中
山
道
の
優
位
性
が
考
え
ら
れ
る
。
当
町
の
場
合
、
一
九
世
紀
に
至
っ
て
も

御
家
人
が
居
住
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が

）
41
（

、
こ
れ
は
地
価
が
低
か
っ
た
結
果
と
考
え

ら
れ
る
。

（
２
）―
３
駒
込
九
軒
屋
鋪
（
e
Ｅ
1
〜
Ｅ
5
、
e
Ｗ
6
〜
9
）

駒
込
九
軒
屋
敷
は
、
中
山
道
の
展
開
す
る
両
側
町
で
、
幕
末
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』

に
よ
れ
ば
、
舂
米
屋
三
人
、
両
替
屋
三
人
、
人
宿
一
人
が
、
ま
た
『
八
品
商
名
前
帳
』

に
よ
れ
ば
八
品
商
が
の
べ
一
七
人
居
住
し
て
い
た
。
下
り
物
問
屋
の
居
住
し
な
い
、

場
末
の
町
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

町
は
そ
の
名
の
通
り
、
拝
領
町
屋
敷
九
筆
で
構
成
さ
れ
る
。「
町
方
書
上
」
に
よ

れ
ば
、東
側
は
駒
込
村
百
姓
地
が
元
和
四
（
一
六
一
八
）
年
七
月
中
に
幕
府
の
小
人
・

中
間
五
人
に
、
西
側
は
小
石
川
村
百
姓
地
が
阿
部
対
馬
守
（
重
次

岩
槻
藩
）
の
拝

領
地
に
な
っ
た
（
年
月
不
明
）
後
、
元
禄
年
中
に
上
り
地
と
な
っ
た
上
で
、
御
家
人

四
人
に
渡
さ
れ
た
。
屋
敷
は
い
ず
れ
も
間
口
は
田
舎
間
で
、
敷
地
が
不
整
形
で
あ
る

が
、小
間
高
は
す
べ
て
五
両
で
あ
る
。
西
側
・
東
側
と
も
と
く
に
条
件
の
差
が
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
同
じ
拝
領
町
屋
敷
で
あ
る
駒
込
追
分
町
よ
り
わ
ず
か
な
が
ら
小

間
高
が
高
い
の
は
、
中
山
道
と
日
光
御
成
道
と
い
う
、
面
す
る
街
道
の
交
通
量
の
違

い
と
推
測
さ
れ
る
。
御
家
人
の
地
主
の
う
ち
ｅ
Ｅ
3
の
み
は
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
す
べ
て
の
屋
敷
に
地
守
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
追
分
町
と
同
様
に
、
地
守
の

権
利
の
形
で
土
地
を
使
用
権
が
売
買
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
う
る
。

（
2
）―
４
駒
込
丸
山
新
町
（
q
１
〜
q
７
）

丸
山
新
町
は
、
中
山
道
に
面
し
た
片
側
町
で
、
幕
末
の
『
諸
問
屋
名
前
帳
』
に
よ

れ
ば
、
舂
米
屋
一
人
、
両
替
屋
一
人
が
、
ま
た
『
八
品
商
名
前
帳
』
に
よ
れ
ば
八
品

商
が
の
べ
九
人
居
住
し
て
い
た
。
ほ
か
の
三
町
と
同
様
、
下
り
物
問
屋
の
存
在
し
な

い
、
場
末
の
町
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

町
は
、
七
筆
の
拝
領
町
屋
敷
で
構
成
さ
れ
る
。
九
軒
屋
敷
の
東
側
と
同
様
に
、
小

石
川
村
百
姓
地
が
阿
部
重
次
の
拝
領
地
に
な
っ
た
（
年
月
不
明
）
後
、
元
禄
年
中
に

上
り
地
と
な
っ
た
上
で
、
御
医
師
ほ
か
七
人
に
渡
さ
れ
た
。
町
名
の
由
来
は
、「
丸

山
御
屋
敷
」
と
称
し
て
い
た
阿
部
の
拝
領
地
（「
中
屋
敷
」）
に
起
立
し
た
こ
と
に
よ

る
と
い
う
。
寸
法
は
い
ず
れ
も
田
舎
間
で
、
奥
行
は
二
一
間
よ
り
二
一
間
四
尺
で
お

お
よ
そ
形
も
矩
形
で
あ
る
。
北
側
の
ｑ
6
・
7
が
面
積
が
広
い
。
小
間
高
は
一
〇
両

と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
拝
領
町
屋
敷
で
あ
る
駒
込
追
分
町
、
九
軒
屋
敷
よ
り
も
設
定

額
が
高
い
。
地
主
は
い
ず
れ
も
御
家
人
で
、
地
守
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
追
分
町
・

九
軒
屋
敷
と
同
様
に
、
権
利
が
売
買
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
ｑ
7
の

み
は
地
守
が
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
拝
領
主
で
あ
る
箕
浦
寿
玄
が
上
地

さ
れ
て
無
主
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
な
お
、『
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、「
小
兒
科
の
医
」
の
「
箕
浦
玄
寿
」
の
三
代
目
が
享
保

五
（
一
七
二
〇
）
年
五
月
一
日
に
居
宅
よ
り
失
火
し
、
病
気
の
た
め
逃
げ
遅
れ
て
死

亡
、
そ
の
子
寿
庵
は
父
を
救
え
な
か
っ
た
こ
と
を
と
が
め
ら
れ
て
「
追
放
」
に
な
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
御
府
内
備
考
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
屋
敷
は
享
保
五
年
五
月

に
上
地
と
な
り
、文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
段
階
も
上
り
屋
敷
の
ま
ま
で
「
上
納
地
」

と
な
っ
て
い
る

）
42
（

。

以
上
、
本
沽
券
図
に
記
載
さ
れ
た
四
町
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

沽
券
図
の
記
載
で
ま
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
当
該
地
域
の
沽
券
高
の
低
さ
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
当
該
地
域
に
お
い
て
は
、
町
内
、
あ
る
い
は
町
相
互
で
微
細
な
小
間

高
の
差
異
が
み
ら
れ
た
。
追
分
町
で
見
た
よ
う
な
江
戸
中
心
部
と
の
距
離
や
、
角
屋

敷
と
中
屋
敷
と
い
う
差
に
起
因
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
よ
り
価
格
に
影
響
し
た
の

は
面
す
る
道
路
の
評
価
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
近
代
に
入
る
と
、
延
享
沽
券
図
と
異
な
り
、
屋
敷
ご
と
の
地
価
の
差
が
生

ま
れ
て
い
る
。
追
分
町
の
場
合
、
基
本
と
な
る
一
三
七
・
五
坪
の
町
屋
敷
は
、
延
享

沽
券
図
で
は
江
戸
よ
り
の
南
部
分
の
一
六
両
三
歩
と
、
北
部
分
の
一
二
両
二
歩
に
分

か
れ
て
い
た
が
、
明
治
沽
券
図
（
六
大
区
沽
券
図

）
43
（

）
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
下
落
し
て
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間
高
は
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
（
本
町
通
り
・
日
本
橋
通
り
）
や
河
岸
付
き
の
町
で

は
角
屋
敷
で
約
三
〇
〇
〜
七
〇
〇
両
、
中
屋
敷
で
約
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
両
、
ま
た
裏

通
り
で
角
屋
敷
一
〇
〇
両
・
中
屋
敷
六
五
〜
八
〇
両
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
徳

沽
券
図
の
段
階
の
沽
券
高
で
も
、
延
享
沽
券
図
の
日
本
橋
地
域
の
裏
通
り
の
町
と
同

程
度
の
小
間
高
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
芝
神
明
町
の
地
価
も
寛
永
期
よ
り
二
倍
以
上
も

上
昇
し
て
お
り
、
町
屋
敷
の
売
買
が
進
展
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
日
本

橋
通
り
（
東
海
道
）
沿
い
の
京
橋
地
域
の
小
間
高
と
比
較
す
る
と
、
京
橋
南
地
域
の

出
雲
町
や
芝
口
北
紺
屋
町
の
中
屋
敷
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
橋
通
り
に
つ
い
て

は
、
日
本
橋
に
近
づ
く
ほ
ど
小
間
高
が
上
昇
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

）
47
（

、
こ
れ

に
接
続
す
る
通
り
沿
い
の
町
も
、お
そ
ら
く
同
様
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

主
要
街
道
に
並
行
し
た
道
・
広
小
路
と
外
堀
に
面
し
た
二
葉
町
の
場
合
、
拝
領
町

屋
敷
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
も
の
の
、
正
徳
沽
券
図
で
は
と
く
に
外
堀
に
面
し
た
北

側
が
芝
神
明
町
の
西
側
と
ほ
ぼ
同
じ
小
間
高
を
示
し
て
い
る
。
芝
地
域
で
条
件
の
よ

い
町
の
場
合
、
お
お
よ
そ
日
本
橋
地
域
の
裏
通
り
、
あ
る
い
は
京
橋
地
域
の
大
通
り

の
中
屋
敷
と
同
等
の
小
間
高
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
町
内
に
お
い
て
は
、
東
側
よ
り
も
西
側
で
小
間
高
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
地

主
の
不
在
化
は
東
側
で
展
開
し
て
い
た
。
土
地
は
売
却
し
な
が
ら
も
店
舗
経
営
を
続

け
た
煙
管
屋
の
例
な
ど
か
ら
考
え
て
、
西
側
が
繁
華
街
を
形
成
し
た
結
果
、
地
主
が

安
定
し
た
商
売
を
行
い
、
居
付
地
主
が
多
く
展
開
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
な

お
、
江
戸
城
外
堀
か
ら
甲
州
街
道
お
よ
び
そ
の
裏
通
り
を
西
に
展
開
す
る
四
谷
伝
馬

町
・
塩
町
の
場
合
、
外
堀
に
近
い
町
は
ほ
ぼ
芝
地
域
と
同
額
で
、
西
に
向
か
う
ほ
ど

小
間
高
が
低
く
な
る
こ
と
、
角
屋
敷
は
小
間
高
が
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

一
方
、
場
末
の
町
の
沽
券
図
の
二
点
の
う
ち
、「
駒
込
追
分
町
・
同
九
軒
屋
鋪
・

同
丸
山
新
町
・
同
片
町
沽
券
図
」
は
駒
込
片
町
以
外
は
す
べ
て
拝
領
屋
敷
で
あ
る
が
、

日
本
橋
・
京
橋
、
さ
ら
に
芝
地
域
と
比
べ
て
、
小
間
高
が
圧
倒
的
に
低
い
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
こ
う
し
た
小
間
高
の
差
は
、
駒
込
追
分
町
で
み
た
よ
う
に
、
近
代
の
地

券
発
行
時
の
地
価
に
も
影
響
が
及
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
場
末
の
町
の
町
屋
敷
の
評

い
る
。会
議
所
付

）
44
（

の
土
地
は
固
定
で
一
〇
円
で
、そ
の
ほ
か
の
土
地
は
二
・
七
五
円（
ｃ

Ｅ
12
）
を
最
低
と
し
て
お
お
む
ね
六
〜
八
円
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
江
戸
の

大
店
と
し
て
成
長
し
た
高
崎
屋
長
右
衛
門

）
45
（

の
所
有
に
な
っ
た
ｃ
Ｗ
5
・
ｃ
Ｗ
7
・
ｃ

Ｅ
5
・
ｃ
Ｅ
6
は
三
〇
円
、
ｃ
Ｅ
一
〇
は
四
〇
円
と
突
出
し
て
お
り
、
面
積
が
半
分

の
25
番
地
（
Ｗ
1
の
一
部
）
で
も
二
二
円
、
さ
ら
に
面
積
が
二
倍
の
7
番
地
（
ｃ
Ｅ

7
・
8
）
と
二
・
五
倍
の
26
番
地
（
ｃ
Ｗ
1
の
一
部
・
ｃ
Ｗ
2
・
ｃ
Ｗ
3
）
は
一
〇
〇

円
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
崎
屋
の
所
持
地
の
狭
間
の
ｃ
Ｗ
4
が
一
五
円
、
ｃ
Ｗ

6
が
一
二
円
、
ｃ
Ｅ
9
が
一
三
円
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
土
地
も
高
崎
屋
が
利
用
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
売
買
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
拝
領
町
屋
敷
で
あ
る
が
、
大
商

人
の
経
済
活
動
に
よ
っ
て
、
実
質
的
な
地
価
は
上
昇
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
近
年
存
在
が
確
認
さ
れ
た
沽
券
図
も
含
め
、
あ
ら
た
め
て
集
成
、
類

型
化
を
行
っ
た
上
で
、新
出
の
沽
券
図
の
う
ち
、中
心
部
の
日
本
橋
南
地
域
の
町
（
万

町
）、
中
心
部
か
ら
や
や
南
に
下
っ
た
主
要
街
道
沿
い
の
古
町
（
芝
神
明
町
）、
朱
引

に
か
か
る
場
末
の
町
（
麻
布
本
村
町
、
駒
込
片
町
ほ
か
三
ケ
町
）
の
、
四
点
の
沽
券

図
を
と
り
あ
げ
、
検
討
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
主
要
な
沽
券
図
の
小
間
高
（
表
6
）
も
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご

と
の
町
屋
敷
売
買
の
状
況
を
ま
と
め
た
い
。

万
町
は
、
主
要
街
道
で
あ
る
日
本
橋
通
り
（
東
海
道
）
か
ら
横
町
に
あ
た
る
。
日

本
橋
地
域
で
の
微
細
な
差
と
と
も
に
、
正
徳
沽
券
図
か
ら
延
享
沽
券
図
の
間
の
小
間

高
の
値
上
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

芝
神
明
町
に
つ
い
て
は
、
寛
永
期
の
段
階
で
間
口
五
間
屋
敷
が
「
江
戸
小
判
」

一
八
〇
両
で
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
同
時
期
の
日
本
橋
北
地
域
の

河
岸
付
の
一
等
の
町
、
伊
勢
町
の
角
屋
敷
（
間
口
京
間
六
間
）
は
九
三
〇
両
、
中
屋

敷
（
間
口
二
間
四
尺
八
寸
七
分
半
）
が
三
六
〇
両
で
売
買
さ
れ
て
い
る

）
46
（

こ
と
か
ら
考

え
れ
ば
き
わ
め
て
安
価
で
あ
る
。
し
か
し
、
沽
券
図
作
成
段
階
の
日
本
橋
地
区
の
小
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通り 町名 角屋敷（両／間） 中屋敷（両／間） 出典の類型
本町通り 大伝馬町一丁目 500 300 Ⅱ1

大伝馬町二丁目 330 220 Ⅱ1
通旅籠町 290 210 Ⅱ1
横山町二丁目 150 80 Ⅱ5

本石町通り 小伝馬町一丁目 170 90
小伝馬町二丁目 170 85

日本橋通り 通一丁目（東側） 400・360 260 Ⅱ6
　　　　 （西側） 510・320 260
通二丁目 300 ～ 350 200 ～ 250 Ⅱ6

新道 240
万町 310 200 Ⅱ4

伊勢町堀 小舟町一丁目 726 260 Ⅱ5
400

小舟町二丁目 400 240 ～ 255 Ⅱ5
小舟町三丁目 714 250 Ⅱ5

日本橋川 小網町一丁目 346 165 Ⅱ 2
306

小網町二丁目 370 300 Ⅱ 2
小網町三丁目 400 240 ～ 300 Ⅱ 2

堀留町入堀 堀江町一丁目 480 160 ～ 200
308

堀江町二丁目 480 160 ～ 200
308

堀江町三丁目 416 200
220

堀江町四丁目 228 －
新材木町 180 150

茸屋町高砂通り 茸屋町 200 175 Ⅱ5
堺町 200 160 Ⅱ3

180
新和泉町 169 149 Ⅱ1

159 120
高砂町 120 100 Ⅱ1

住吉町難波町通り 住吉町 100 80 Ⅱ1
難波町 95 75 Ⅱ1

92 65
京橋北（日本橋通り沿い） 南伝馬町一丁目　＊ 180・200・（300） 130 Ⅰ

南伝馬町二丁目　＊ 190・200 130 Ⅰ
南伝馬町三丁目　＊ 170・200・（250） 130 Ⅰ
南鞘町　＊ 150 95・100 Ⅰ
南塗師町　＊ 150 90・100 Ⅰ
松川町一丁目　＊ 90 70 Ⅰ
松川町二丁目　＊ 90 60 Ⅰ

京橋南（日本橋通り沿い） 新両替町一丁目（東側） 225・255 205 ～ 225
　　　　　　    （西側） 160 135
新両替町二丁目（東側） 270.3 125 ～ 282
　　　　　 　　（西側） 160・170 70 ～130
新両替町三丁目　東側 165 ～180 140 ～150
新両替町四丁目 148 115
尾張町一丁目　新地 86 ～148 74 ～107 Ⅱ 2
尾張町一丁目　元地 83 ～130 63 ～109 Ⅱ1
尾張町二丁目 180・200 120・130 Ⅱ1
出雲町 140 ～155 110 Ⅱ1
芝口北紺屋町 145・147・208 109・122

表６　沽券図にみる各町小間高の比較
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京橋地域裏通り 弓町 109・120 90 ～100 Ⅱ1
神田 雉子町 84.5 70.3 Ⅱ 2

三河町三丁目 139.7 94.1 Ⅱ 2
三河町四丁目 140 83.4 Ⅱ 2
四軒町 65 52.6 Ⅱ 2
三河町三丁目裏町※ - 55 Ⅱ 2
三河町四丁目裏町※ - 63.3 Ⅱ 2

芝 ★二葉町（北側）　＊ 150・120 100 Ⅰ
　　　　 （南側）　＊ 100・80 50
芝神明町（東）　＊ 105 80 Ⅰ
             （西）　＊ 120 100

四谷 四谷塩町一丁目 120.25（＋銀1匁8分）・
118.5（＋銀 1 匁 8 分）・
100.25（＋銀9匁4分）・
105.5（＋銀 7匁 5 分）

約 50 ～ 60 Ⅱ1

四谷伝馬町一丁目 120.84（＋銀7分2厘）・
85・95・95

約 30 ～ 60

四谷新伝馬町一丁目 65・65（＋銀 8 匁 8 分） 44 ～ 45
四谷伝馬町二丁目 65・65・60・55 約 45
四谷伝馬町三丁目 50・50 約 37～ 38
四谷塩町二丁目 45・40 約 27
四谷塩町三丁目 25・30 約 20 ～ 25

麻布 麻布本村町（上ノ町） 12 ～16 Ⅱ5
（谷戸町） 5 ～12 　Ⅱ5
（仲町） 11～12 Ⅱ5
（御殿新道・南之方三ケ町） 1.5 ～ 12 Ⅱ5

駒込 駒込片町（b） 10 10・３（註１） Ⅱ2
駒込片町（d）　中山道沿い※ - 20 Ⅱ 2
駒込片町（d）　日光御成道沿い 21.5 12 Ⅱ 2
駒込片町（ｆ） 20 15・20 Ⅱ 2
駒込片町（g） 20 15 Ⅱ 2

15
駒込片町（h） 18 18 Ⅱ 2
駒込片町（i） 18 18・12 Ⅱ 2

12
駒込片町（j） 12 12 Ⅱ 2
駒込片町（k） 12 12・20 Ⅱ 2

30.75
駒込片町（m） 11 11 Ⅱ 2
駒込片町（p） 4 4 Ⅱ2
★駒込追分町（東） 5 3・4 Ⅱ2
　　　　　　 （西）※ - 3・4 Ⅱ2
★駒込九軒屋敷　※ - 5 Ⅱ 2
★丸山新町 10 10 Ⅱ 2

玉井哲雄『江戸町人地に関する研究』，近世風俗研究会，1977 年，第一編表 2-1，第二編表 1-2，および吉田悠子「学習院大学図書
館所蔵『享保神田古地割書上図』について」『学習院女子大学紀要』第 13 号，2011 年，表五，に加筆。
註１　1 屋敷（図８b10）のみ 3 両
★拝領町屋敷（二葉町は 12 筆のうち 11 筆が拝領町屋敷）
※角屋敷のない町。
＊正徳沽券図
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［江戸の沽券図について］……岩淵令治

価
額
は
非
常
に
低
か
っ
た
が
、
微
細
な
差
で
は
あ
れ
、
各
町
間
、
さ
ら
に
町
内
で
小

間
高
の
価
格
差
が
み
ら
れ
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。
駒
込
追
分
町
の
場
合
は
、
町
内

で
江
戸
と
の
近
さ
で
二
つ
の
小
間
高
設
定
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
他
の
町
内
や
町
同

士
の
価
格
差
は
、
む
し
ろ
角
屋
敷
よ
り
も
、
面
し
た
通
り
に
よ
っ
て
広
が
る
傾
向
が

み
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
点
は
、
麻
布
本
村
町
で
も
同
様
で
あ
り
、
玉
井
が
明
ら
か
に

し
た
日
本
橋
・
京
橋
の
状
況
と
同
じ
く
道
路
の
評
価
が
価
格
に
反
映
す
る
一
方
、
角

屋
敷
は
そ
れ
ほ
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
場
末
の
状
況
が
指
摘
で
き
よ
う
。

ま
た
、
拝
領
町
屋
敷
は
売
買
禁
止
で
あ
っ
た
が
、
管
理
人
で
あ
る
「
地
守
」
が
広
範

に
存
在
し
て
お
り
、地
券
発
行
時
に
は
町
内
で
の
価
格
差
の
存
在
が
表
出
し
て
い
る
。

中
心
部
に
比
べ
、
低
調
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
売
買
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
よ
う
。
一
方
、
麻
布
本
村
町
の
場
合
、
小
間
高
を
他
の
沽
券
図
で
は
み
ら

れ
な
い
「
×
×
両
券
」
と
表
記
し
て
お
り
、
す
で
に
延
享
沽
券
図
の
段
階
で
沽
券
状

＝
売
券
、
つ
ま
り
売
買
を
意
識
し
た
表
記
と
な
っ
て
い
た
。

以
上
、
本
稿
で
は
個
々
の
新
出
の
沽
券
図
の
検
討
に
よ
っ
て
、
従
来
未
検
討
だ
っ

た
江
戸
の
町
屋
敷
売
買
の
地
域
差
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
の
事
例

で
み
る
限
り
、
基
本
的
に
土
地
の
価
格
は
道
路
の
経
済
的
な
評
価
に
規
定
さ
れ
て
町

間
で
差
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
町
内
の
角
屋
敷
と
中
屋
敷
の
差
は
場
末
で
は
あ
ま
り
生

じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
最
後
に
、
沽
券
図
の
作
成
経
緯
か
ら
、
堺
大
絵
図

と
の
比
較
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。

注
目
し
た
い
の
は
、芝
神
明
町
の
正
徳
沽
券
図
に
み
ら
れ
る
間
口
の「
不
足
地
」「
延

地
」
の
表
記
、
お
よ
び
麻
布
本
村
町
の
延
享
沽
券
図
で
断
り
書
き
が
な
さ
れ
た
坪
数

と
間
口
の
誤
差
で
あ
る
。
ま
ず
明
ら
か
な
の
は
、
元
の
図
な
い
し
「
水
帳
」
の
存
在

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
玉
井
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
先
行
し
て
土
地
の
丈
量
の
記

録
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
具
体
的
な
数
値
は
不
明
で
あ

る
が
、
土
地
区
画
に
変
動
が
あ
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
沽
券
図
の
記
載
の
最
大
の

目
的
は
売
買
の
実
態
把
握
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
際
に
は
検
地
の
役
割
も
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
駒
込
片
町
で
も
、
地
割
の
変
更
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

註 一
七
世
紀
に
お
け
る
微
細
な
区
画
割
の
変
更
は
、
土
地
の
売
買
に
か
か
わ
っ
て
問
題

と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

）
48
（

。
史
料
的
限
界
を
考
え
れ
ば
、
今
後
、
近
世
考
古
学
に

よ
る
町
人
地
調
査
で
の
解
明
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
49
（

。
た
だ
し
、
麻
布
本
村

町
に
つ
い
て
は
坪
数
は
変
更
さ
れ
ず
、
水
帳
に
準
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
役
負
担

と
小
間
高
の
算
出
に
は
坪
数
よ
り
も
間
口
が
重
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
芝
神
明

町
が
特
記
す
る
変
更
点
も
間
口
に
か
か
わ
る
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。
堺
大
絵
図
と
江

戸
の
沽
券
図
は
、
記
載
項
目
で
共
通
す
る
も
の
が
多
い
が
、
屋
敷
の
丈
量
に
お
い
て

は
、
前
者
が
間
口
×
奥
行
＝
坪
数
を
重
視
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
間
口
が
重

視
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
作
成
方
針
に
は
、
両
都
市
の
歴
史
的
経
緯
や
都
市
社
会
の

経
済
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

堺
大
絵
図
は
、
現
存
す
る
町
屋
敷
レ
ベ
ル
の
情
報
を
子
細
に
示
し
た
絵
図
と
し
て

は
、
古
い
も
の
で
あ
る
。
堺
大
絵
図
を
基
点
と
し
て
他
都
市
の
同
種
の
記
載
を
持
つ

絵
図

）
50
（

と
の
比
較
検
討
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ら
に
役
負
担
や
町
屋
敷
売
買
と

い
う
都
市
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
今

回
の
共
同
研
究
の
詳
細
な
検
討
は
、
堺
大
絵
図
の
研
究
の
深
化
の
み
な
ら
ず
、
こ
う

し
た
比
較
研
究
の
道
を
も
拓
い
た
と
考
え
る
。

（
1
）　

朝
尾
直
弘
「
元
禄
二
年
堺
大
絵
図
を
読
む
」〔『
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
七
七
年
〕。

（
2
）　

玉
井
哲
雄
『
江
戸
町
人
地
に
関
す
る
研
究
』、
近
世
風
俗
研
究
会
、
一
九
七
七
年

（
3
）　

松
澤
正
樹「
三
都
役
者
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景 : 

和
泉
屋
版「
鑑
も
の
」を
中
心
に
」〔『
論

究
日
本
文
學
』
六
二
、一
九
九
五
年
〕、
岩
淵
「
江
戸
の
大
発
展
が
「
三
都
」
を
生
ん
だ
」〔『
週

刊　

新
発
見
！
日
本
の
歴
史
』
三
〇
号
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
四
年
〕。

（
4
）　

日
本
橋
地
域
〔
野
本
淳
「
日
本
橋
通
二
丁
目
新
道
〝
式
部
小
路
〞
と
そ
の
周
辺
」『
日
本
橋

二
丁
目
遺
跡
』〈
日
本
橋
二
丁
目
遺
跡
調
査
会
、
二
〇
〇
〇
年
〉、
岩
淵
「
延
享
元
（
一
七
四
四
）

年「
万
町
沽
券
絵
図
控
」の
検
討
」〈『
日
本
橋
一
丁
目
遺
跡
』、日
本
橋
一
丁
目
遺
跡
調
査
会
ほ
か
、

二
〇
〇
三
年
〉〕、芝
地
域
〔
杉
森
玲
子
「
江
戸
二
葉
町
沽
券
図
と
大
奥
女
中
の
町
屋
敷
拝
領
」『
日

本
歴
史
』
六
七
二
、二
〇
〇
四
年
〕、外
神
田
の
名
主
斎
藤
家
の
支
配
町
六
町
分
の
沽
券
絵
図
〔
吉
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田
悠
子
「
学
習
院
大
学
図
書
館
所
蔵
『
享
保
神
田
古
地
割
書
上
図
』
に
つ
い
て
」『
学
習
院
女

子
大
学
紀
要
』
第
一
三
号
、二
〇
一
一
年
〕、駒
込
地
域
〔
岩
淵
「
駒
込
追
分
町
の
空
間
と
住
民
」

『
駒
込
追
分
町
南
遺
跡
』、
文
京
区
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
〕
が
あ
る
。

（
5
）　

慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
蔵
幸
田
文
庫
一
二
五
│
四
八
。
幸
田
文
庫
は
、
慶

應
義
塾
大
学
が
、
同
大
学
教
授
で
あ
っ
た
日
本
経
済
史
の
研
究
者
幸
田
成
友
が
収
集
し
た
史

料
を
入
手
し
た
も
の
で
、
同
史
料
は
一
九
六
三
〜
六
五
年
の
受
け
入
れ
で
あ
る
。
幸
田
の
入

手
先
や
経
緯
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
こ
の
絵
図
に
つ
い
て
は
、
前
掲
岩
淵
「
延
享
元

（
一
七
四
四
）
年
「
万
町
沽
券
絵
図
控
」
の
検
討
」
の
分
析
を
も
と
と
す
る
。

（
6
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
狩
野
文
庫
三
│
八
七
八
八
│
一
。

（
7
）
港
区
立
港
郷
土
資
料
館
蔵
。

（
8
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
。

（
9
）　

前
掲
玉
井
書
の
ほ
か
、『
中
央
区
沿
革
図
集
』﹇
日
本
橋
編
﹈･

﹇
京
橋
編
﹈･

﹇
月
島
編
﹈（
中
央

区
立
京
橋
図
書
館
、
一
九
九
四
〜
九
六
年
）
が
現
中
央
区
域
の
沽
券
図
を
集
成
し
、
主
要
な
も

の
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
10
）　

前
掲
玉
井
書
。

（
11
）　

滝
山
町
〔
国
立
国
会
図
書
館
蔵
旧
幕
府
引
継
書
八
一
九
│
一
七
六
〕･

数
寄
屋
町
四
丁
目
絵

図
（
同
八
一
九
│
一
七
三
）
は
地
代
引
き
下
げ
令
の
際
の
町
屋
敷
図
、
竹
島
町
外
絵
図
〔
同

八
一
九
│
一
一
九
〕
は
拝
領
屋
敷
の
寸
法･
坪
数
の
調
査
、
ま
た｢

組
与
力
同
心
大
縄
屋
鋪
図

｣

〔
同
八
一
九
│
一
二
四
〕
は
大
縄
拝
領
地
の
敷
地
割
り
と
所
持
者
を
示
し
た
図
で
あ
る
た
め
、

沽
券
図
と
は
性
格
が
異
な
る
と
判
断
し
、
除
外
し
た
。

（
12
）　

こ
れ
ら
の
作
成
経
緯
も
興
味
深
い
が
、
機
会
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

（
13
）　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
三
巻
、
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
、
四
二
六
二
。

（
14
）　

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
。

（
15
）　
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
五
巻
、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
、
六
六
六
二
。

（
16
）　

前
註
六
六
六
五
。

（
17
）　

前
掲
野
本
淳
「
日
本
橋
通
二
丁
目
新
道
〝
式
部
小
路
〞
と
そ
の
周
辺
」、
岩
淵
「
延
享
元

（
一
七
四
四
）
年
「
万
町
沽
券
絵
図
控
」
の
検
討
」。

（
18
）　
『
日
本
橋
二
丁
目
遺
跡
』〔
日
本
橋
二
丁
目
遺
跡
調
査
会
、
二
〇
〇
一
年
〕。
た
だ
し
、
国
文

学
研
究
資
料
館
寄
託
白
木
屋
文
書
の
通
一
丁
目
沽
券
絵
図
写
は
、
地
主･

家
守
の
記
載
か
ら
天

明
七（
一
七
八
七
）年
九
月
〜
寛
政
四（
一
七
九
三
）年
作
成
の
も
の
で
あ
る
た
め
、伴
道
雄『
伴

家
史
』
近
世
編
（
一
九
七
七
年
）
所
収
の
沽
券
図
写
を
用
い
た
。
同
図
は
地
主･

家
守
の
記
載

か
ら
寛
保
元
〜
延
享
元
年
（
一
七
四
一
〜
四
四
）
の
作
成
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
延
享
沽
券
図
の

写
と
推
定
さ
れ
る
〔｢

近
世
中･

後
期
江
戸
の｢

家
守
の
町
中｣

『
都
市
と
商
人･

芸
能
民
│
中

世
か
ら
近
世
へ
│
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
三
年
〕。
な
お
、
白
木
屋
文
書
の
沽
券
絵
図
の
沽

券
金
は
、
西
側
北
角
屋
敷
の
沽
券
高･

小
間
高
が
異
な
る
ほ
か
は
、
伴
家
文
書
の
絵
図
と
一
致

す
る
。

（
19
）　

｢

江
戸
鹿
子｣

〔
朝
倉
治
彦
監
修
『
古
板
地
誌
叢
書
』
八　

す
み
や
書
房
、一
九
七
〇
年
所
収
〕。

（
20
）　

吉
田
伸
之｢

町
人
と
町｣

〔
吉
田
伸
之
『
近
世
都
市
社
会
の
身
分
構
造
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
〕。

（
21
）　

｢

江
戸
鹿
子｣

。

（
22
）　

｢

国
花
万
葉
記｣

〔
朝
倉
治
彦
監
修
『
古
板
地
誌
叢
書
』
三
す
み
や
書
房
、
一
九
七
〇
年
〕。

（
23
）　

花
咲
一
男
編
『
諸
国
買
物
調
方
記
』、
渡
辺
書
店
、
一
九
七
二
年
。

（
24
）　

小
池
章
太
郎
編
『
江
戸
砂
子
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
、
三
七
一
頁
。

（
25
）　

野
口
孝
一
氏
が
紹
介
し
た
近
代
の
聞
き
書
き
に
は
、
京
橋
の
大
根
河
岸
に
面
し
た
角
地
に

あ
っ
た
棒
屋
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
棒
屋
は｢

天
秤
棒
、
し
ん
ば
り
棒
、
槍
の
棒
、
重
量
物
運

搬
用
の
テ
コ
棒
、
コ
ロ
棒
、
太
鼓
の
バ
チ
棒
、
槌･

斧
の
柄｣

な
ど｢

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
棒｣

を
扱
っ
て
お
り
、｢

こ
こ
に
は
大
根
河
岸
の
青
物
市
場
が
あ
り
、
棒
に
縁
の
あ
る
人
々
が
集
ま
っ

て
き
た
た
め
に
繁
盛
し
た｣

と
さ
れ
て
い
る
〔
野
口
孝
一
『
明
治
の
銀
座
職
人
話
』、
青
蛙
房
、

一
九
八
三
年
、九
九
頁　

野
口
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
〕。万
町
の
棒
屋
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

天
秤
棒
等
の
販
売
と
い
っ
た
点
で
近
辺
の
元
四
日
市
広
小
路
や
江
戸
橋
広
小
路
と
の
関
係
も
想

定
さ
れ
よ
う
。
同
書
は
銀
座
四
丁
目
の
葛
籠
屋
秋
田
屋
の
五
代
目
当
主
が
晩
年
に
、
銀
座
を
追

想
し
て
書
い
た
メ
モ
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
明
治
三
六
・
七
年
よ
り
大
正
初
年
ご
ろ
の
銀
座

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）　

岩
淵
「
錦
絵
の
町
・
神
明
前
」〔『
錦
絵
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、

二
〇
〇
九
年
〕、
岩
淵
「
八
戸
藩
江
戸
勤
番
武
士
の
日
常
生
活
と
行
動
」〔『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
一
三
八
、二
〇
〇
七
年
〕
ほ
か
。

（
27
）　
「
町
方
書
上
」。
正
徳
沽
券
図
よ
り
高
額
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
小
判
」
の
価
値

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
28
）　
「
町
方
書
上
」。
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
に
は
、「
花
火
元
方
渡
世
」
で
「
重
立
候
花
火
屋
」

と
し
て
も
登
場
す
る
〔『
江
戸
町
触
集
成
』
一
四
巻
、
一
三
六
三
四
、一
三
九
三
三
〕。

（
29
）　

57
内
藤
銀
市
郎
に
つ
い
て
は
、
延
享
三
（
一
七
四
七
）
年
二
月
に
米
な
ど
を
積
ん
だ
「
内

藤
銀
市
郎
様
御
米
船
」
が
小
名
浜
か
ら
出
港
し
、
高
波
の
た
め
水
戸
領
磯
浜
に
避
難
し
て
積

荷
を
下
ろ
し
た
と
い
う
記
事
が
確
認
で
き
〔『
茨
城
県
水
産
誌　

第
二
編
』
茨
城
県
水
産
会
、

一
九
四
三
年
、
二
六
一
頁
〕、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
延
享
沽
券
図
の
文
言
Ａ
が
入
っ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。

（
30
）
「
港
区
の
文
化
財
保
護
」（https://w

w
w
.lib.city.m

inato.tokyo.jp/m
use/j/bunkazai/

bunkazai.cgi?id=5348

）。
こ
の
ほ
か
裏
打
ち
に
は
、
地
券
発
行
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
地
主

惣
代
三
人
・
町
年
寄
ほ
か
五
名
の
連
名
・
連
印
と
地
番
が
記
さ
れ
た
図
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。

（
31
）　

町
田
聡
氏
の
御
指
摘
に
よ
る
。

（
32
）　

以
下
、
駒
込
村
の
都
市
化
に
つ
い
て
は
、
岩
淵
『
江
戸
武
家
地
の
研
究
』
Ⅰ
第
一
章
〔
塙
書

房
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九
六
年
〕
参
照
。

（
33
）
内
閣
文
庫
史
籍
叢
刊
第
四
巻
『
新
令
句
解

蠹
餘
一
得
（
一
）』〔
汲
古
書
院
、一
九
八
一
年
〕、
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（
学
習
院
女
子
大
学
国
際
文
化
交
流
学
部
，
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
六
年
一
月
二
五
日
受
付
、
二
〇
一
六
年
五
月
三
〇
日
審
査
終
了
）

二
〇
七
頁
。『
本
郷
區
史
』〔
臨
川
書
店
、一
九
八
五
年
復
刊
〕。
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る「
本

郷
も
兼
安
〔
現
本
郷
三
丁
目
の
商
家

筆
者
註
〕
ま
で
は
江
戸
の
内
」
と
い
う
言
は
、
不
正
確

な
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
34
）　

前
掲
岩
淵
「
駒
込
追
分
町
の
空
間
と
住
民
」。

（
35
）　

寛
保
元
年
七
月
『
万
世
町
鑑
』〔『
江
戸
町
鑑
集
成
』
第
一
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
、

七
七
頁
〕。
延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
版
よ
り
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
版
の
間
に
大
円
寺
門

前
と
正
行
寺
門
前
が
加
え
ら
れ
て
い
る
〔
同
前
書
所
収
〕。

（
36
）　
「
町
方
書
上
」。
前
掲
岩
淵
『
江
戸
武
家
地
の
研
究
』
Ⅰ
第
一
章
。

（
37
）　

前
掲
岩
淵
『
江
戸
武
家
地
の
研
究
』
Ⅰ
第
一
章
。

（
38
）　

た
だ
し
抱
屋
敷
に
関
し
て
は
そ
の
ま
ま
屋
敷
守
と
し
て
農
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
田
畑
を
引
き
続
き
所
持
し
て
い
る
者
も
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は

検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
39
）　
「
町
方
書
上
」・『
寺
社
備
考
』
所
収
根
津
権
現
の
項
の
氏
子
町
の
構
成
に
よ
る
。
九
軒
屋
敷

も
祭
礼
で
は
「
片
町
」
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
両
者
の
生
活
レ
ベ
ル
で
の
一
体
性
が
う
か
が

わ
れ
る
。
各
組
の
位
置
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、「
町
方
書
上
」
駒
込
片
町
の
項
で
は
、
竹
町

の
う
ち
浅
嘉
町
に
隣
接
し
て
い
る
所
を
横
町
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
北
端
の
町
は
竹
町
横

町
と
推
定
さ
れ
る
。

（
40
）　

高
崎
屋
長
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、岩
淵
「
江
戸
住
大
商
人
の
肖
像
」〔『
新
し
い
近
世
史
』
３
、

新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
〕、
同
「
江
戸
・
東
京
の
酒
・
醬
油
流
通
│
生
産
者
か
ら
消
費

者
へ
│
」〔『
髙
梨
家
と
醤
油
醸
造
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
〕
参
照
。

（
41
）　

前
掲
岩
淵
『
江
戸
武
家
地
の
研
究
』
Ⅰ
第
一
章
。

（
42
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
二
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
六
年
。〔『
御
府
内

備
考
』
第
二
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
五
八
年
、
二
四
一
〜
二
四
三
頁
〕。
前
者
の
み
「
箕
浦
寿
玄
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。　

（
43
）　

東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
。
デ
ー
タ
の
詳
細
は
前
掲
岩
淵
「
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
「
万
町

沽
券
絵
図
控
」
の
検
討
」
を
参
照
。

（
44
）　

町
会
所
貸
付
金
の
未
返
済
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
屋
敷
で
、
近
代
の
東
京
会
議
所
に
引
き
継
が

れ
た
町
屋
敷
を
い
う
。

（
45
）
前
註
40
参
照
。

（
46
）　

岩
淵
「
江
戸
の
都
市
空
間
と
住
民
」〔『
日
本
の
時
代
史
15

元
禄
の
社
会
と
文
化
』、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
〕。

（
47
）　

前
掲
野
本
淳
「
日
本
橋
通
二
丁
目
新
道
〝
式
部
小
路
〞
と
そ
の
周
辺
」。

（
48
）　

慶
長
・
元
和
期
の
江
戸
の
風
俗
・
風
景
な
ど
を
記
し
た
と
い
わ
れ
る
「
慶
長
見
聞
集
」
巻
六

で
は
、
江
戸
通
町
で
一
寸
の
境
界
線
を
め
ぐ
っ
て
争
う
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〔「
江
戸
町
境

論
の
事
」〕。

（
49
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、コ
メ
ン
タ
ー
と
し
て
参
加
し
た
江
戸
遺
跡
研
究
会
第
二
九
回
大
会『
江

戸
の
町
人
地
2
│
遺
跡
か
ら
見
る
近
世
都
市
江
戸
│
』（
二
〇
一
六
年
一
月
開
催
）
に
お
い
て

示
唆
を
受
け
、
コ
メ
ン
ト
し
た
。

（
50
）　

渡
辺
理
絵
「
都
市
管
理
の
た
め
の
絵
図
│
水
帳
・
沽
券
図
・
城
下
絵
図
」〔『
絵
図
学
入
門
』、

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
〕。


